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発行にあたって 

 

本県では、「子育て満足度日本一」の実現を県政

の最重点目標に掲げ、地域の宝である子どもが健や

かに生まれ育つことができる“温かい社会”を目指

し、妊娠・出産、子育てまでの切れ目ない支援に取

り組んでいます。 

例えば、発達障がいや被虐待などの子どもとその

ご家族を支援できる「保育コーディネーター」を本

県独自に養成したり、子どもの発達に関する相談に

ワンストップで対応するための「子どもの発達支援

コンシェルジュ」を配置したりしています。 

また、本県独自の地域母子保健・育児支援システムである「ヘルシースター

トおおいた」の取組など、妊娠期から就学前までの医療・保健・福祉・教育に

よる連携の仕組みを構築してきたところです。 

一方、国においては、本年４月１日に「こども家庭庁」が創設され、就学前

のすべての子どもの育ちの保障など、子ども・子育て支援政策に関する司令塔

機能を担うほか、併せて、こども基本法（令和４年法律第７７号）も施行さ

れ、「こどもまんなか社会」の実現を目指して、すべての子どもの健やかな成

長のため、誰一人取り残されることない支援が充実していくことになります。 

こうしたなか、本県でも、さらなる支援の充実に向け、母子保健・児童福祉

から教育へと関わりの主体が移る小学校就学前後におけるスムーズな情報連携

を図ることを目的に、独自に「就学前後における切れ目ない支援体制構築のた

めのガイドライン」を策定しました。 

策定にあたっては、これまで県内各地で展開されてきた好事例を参考にしな

がら、子ども・子育て支援に関わる多くの関係者にご活用いただけるよう、検

討会を立ち上げ、１年近く議論を重ねてきました。 

今後、市町村や関係機関において、支援体制の充実に向け、本ガイドライン

をご活用いただけると幸いです。 

結びに、本ガイドラインを作成するにあたり、貴重なご意見や資料をお寄せ

いただいた検討会委員をはじめ、オブザーバー、研修会講師並びに調査などに

ご協力いただきました日田市及び津久見市の皆様に厚くお礼を申し上げます。 

 

 

 令和５年３月 

                   大分県知事 広瀬 勝貞 
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１．ガイドラインの趣旨 

 

(１) 策定の背景 

 

国においては、令和５年４月１日から「こども家庭庁」が創設され、年齢

や制度の壁を克服した切れ目ない包括的支援を実現することとしている。ま

た、併せて、「こども基本法」が施行されるが、同法では「全てのこどもにつ

いて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的

取扱いを受けることがないようにすること」等を基本理念とした上で、地方

公共団体の努力義務として、医療、保健、福祉、教育、療育等に関する業務を

行う関係機関及び地域における子どもに関する支援を行う民間団体相互の有

機的な連携の確保が定められている。 

一方、本県では、ペリネイタル・ビジット事業1やヘルシースタートおおい

た推進事業2の取組を通して、妊娠期から就学前までの支援に必要な情報共有

など、医療・保健・福祉・教育による連携の仕組みは構築されている。 

また、発達障がいの診断を受けている子どもや、一定の支援につながって

いる子ども等については、例えば、保護者の希望により配布される相談支援

ファイル3等を活用して情報連携を実施している。そのほか、要保護児童4や要

                                                      
1 ペリネイタル・ビジット事業…出生前後の小児保健指導。産科医の紹介で妊産婦が出産前から

産後早期に小児科医を訪れ、小児科医から子育てや子どもの病気、予防接種などの保健指導を

受ける事業。本県では平成 13（2001）年のモデル事業を契機に開始し、市町村や県医師会、

産婦人科医会、小児科医会の連携のもと、令和４年度以降、全市町村で事業化している。  
2 ヘルシースタートおおいた推進事業…すべての子どもが健やかな出生を迎えられるように、妊

娠期から出産後の新 児期、乳幼児期等のライフステージごとに、  が受けられる医療や保

健福祉サービス等を体系的に整理し、全ての妊婦について、  健康 帳交付の時点から、各

ステージにおいて、誰が何を「みる」（情報収集と観察）のか、 援が必要な 親を関係機関

やサービスにどう「つなぐ」（情報提供と連携）のかを明らかにすることにより、医療・保健・

福祉・教育の連携による「地域  保健・育児 援システム」を構築しようとする取組。参考

資料は 44 ページ。 
3 相談支援ファイル…子どもの障がいや発達に関する総合的な評価、各種の相談・支援の内容と

それによる効果、子どもや保護者のニーズ等を記録するもの。参考資料は 73 ページ。 

4 要保護児童…保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児

童。 
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支援児童5等については、要保護児童対策地域協議会6において、関係者間で綿

密な連携に基づく支援を実施している。 

一方、発達障がい等の診断は受けていないものの、発達が気になる子ども

や家庭環境が気になる子どもについては、情報連携の体制が市町村によって

様々であり、特に、小学校就学前後においては、関わりの主体が母子保健・

児童福祉等から教育へと移行する場面でもあるため、支援が途切れてしまう

場合がある。 

 

(２) 策定の目的 

 

発達が気になる子どもや家庭環境が気になる子どもなどを含め、すべての

子どもがライフステージを通じて適切な支援を切れ目なく受けられるように

するため、特に小学校就学前後における関係者間の情報連携・支援体制の構

築に資するよう、本ガイドラインを策定する。 

また、地域によって、子ども・子育て支援に関する専門人材・福祉サービ

ス等の社会資源や各支援機関・関係者間の連携体制（会議・事業など）などは

異なるため、それぞれの実情を踏まえ、各市町村における体制を議論・構築

していただくための参考として策定するものである。 

 

(３) 対象とする子ども 

 

 明確な発達障がいとは言えないが発達の偏りがある子どもや、保護者の養

育を支援することが特に必要と考えられる子ども（以下「支援が必要な子ど

も」という。）を定義することは困難であり、支援が必要な子どもの情報を取

りこぼさずに、丁寧に支援・連携につなげるため、本ガイドラインは、「すべ

ての子ども」を対象とする。 

 

                                                      
5 要支援児童…保護者の養育を支援することが特に認められる児童。 
6 要保護児童対策地域協議会…保護者のない子ども及び保護者に監護させることが不適当であ

ると認められる子ども（要保護児童）や保護者の養育を支援する事が特に必要と認められる子

ども（要支援児童）とその保護者などを早期に発見し、適切な保護や支援を図るために関係機

関が必要な情報を共有するとともに、支援内容の協議や役割分担の調整を行うため、市町村ご

とに設置している。毎月、全てのケースの進行管理を行う実務者会議や適時開催する個別ケー

ス検討会議などを開催している。参考資料は 76 ページ。 
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(４) 活用方法 

 

子どもの年齢や家庭環境等、個々の状況により、関係する支援機関は異な

るが、いずれの機関が関わるにせよ、各機関・関係者に共通認識として持っ

ていただきたい基本的な情報や考え方を示すものであり、すべての関係者が

各支援機関の役割や情報連携の手法等の理解を深め、就学前後の切れ目ない

支援体制構築に活用していただきたい。   

また、各市町村での体制を議論・構築する際の参考資料として活用してい

ただきたい。 

なお、本ガイドラインは、以下のような方に活用してもらうことを想定し

ている。対象とする子どもや保護者を中心に、必要な支援を切れ目なく提供

できるよう、各機関が連携を図ることが必要である【図１】。 
 

・県、市町村（母子保健、児童福祉、障がい福祉、教育委員会等）の職員 

・小学校7の教職員 

・保育者等8や保育コーディネーター9 

・地域子育て支援拠点10の子育て支援員・拠点スタッフ 

・利用者支援事業11の利用者支援専門員 

・ホームスタート12のビジターやオーガナイザー 

                                                      
7 小学校…義務教育学校の前期課程を含む。 
8 保育者等…保育所、認定こども園、幼稚園などの幼児教育・保育施設の保育士、保育教諭、

幼稚園教諭を指す。 
9 保育コーディネーター…保育所、認定こども園や幼稚園において、特別な支援を必要とする子

ども（発達障がい、被虐待等）や家庭に対して、園内で中心となって支援に取り組み、必要に

応じて関係機関と連携する保育士等のこと。大分県独自の取組として、平成 26（2014）年に

養成研修を開始。参考資料は 55 ページ。 
10 地域子育て支援拠点…子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談

できる場を提供するため、市町村が公共施設や保育所、児童館など地域の身近な施設に設置し

ている。参考資料は 50 51 ページ。 
11 利用者支援事業…子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保

健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助

言等必要な支援等を行う事業。参考資料は 42 43 ページ。 
12 ホームスタート…妊婦や未就学児がいる家庭に、研修を受けた子育て経験のあるボランティ

アが、週に１回訪問して傾聴と協働（一緒に家事や育児）を実施する。参考資料は 46 49 ペ

ージ。 
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・児童発達支援関係の療育機関（児童発達支援センター13、児童発達支援事業

所14、放課後等デイサービス15等）や相談支援事業所16の職員 

・児童養護施設17の職員 

・児童家庭支援センター18の職員 

・子どもの発達支援コンシェルジュ19 

・小学校のスクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（Ｓ

ＳＷ）20 

・特別支援教育コーディネーター（特別支援学校） 

・放課後児童クラブの放課後児童支援員 

・民生委員・児童委員 

・子ども食堂の運営者やスタッフ 

・産婦人科医、新生児科医、小児科医 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 児童発達支援センター…就学前の児童に対して、日常生活における基本的な動作の指導や知

識技能の付与、集団生活への適応訓練、その家族に対する支援を行うだけでなく、地域の中核

的な療育支援施設として障がい児を預かる施設等への援助・助言を併せて行う。 
14 児童発達支援事業所……就学前の児童に対して、身近な地域で専ら日常生活における基本的

な動作の指導や知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その家族に対する支援を行う。 
15 放課後等デイサービス…就学している子どもを対象に、授業の終了後や休校日に、生活能力

向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う。 
16 相談支援事業所…療育機関等の障害福祉サービスを利用するにあたって必要となる利用計画

を保護者からの依頼を受けて作成し、サービス等の利用状況のモニタリングも行う。 
17 児童養護施設…保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童の入

所施設。 
18 児童家庭 援センター…地域において児童の福祉に関する様々な問題について、児童、  

家庭その他の家庭、地域住 その他からの相談に応じ、必要な助 を う施設。 
19 子どもの発達支援コンシェルジュ…子どもの発達に関して、各圏域で当事者やその家族から

の相談対応及び児の状況に応じた支援機関との受入調整を行う。参考資料は 74 ページ。 
20 スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）…参考資料は 72 ペ

ージ。 
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図１ 支援に関わる機関のイメージ 
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２．切れ目ない支援体制構築に向けて ～６つのポイント～ 

 

就学前後の切れ目ない支援体制を構築するにあたっては、支援が必要な子ど

もに対して、支援者同士が協働して支援するという共通認識のもと、地域で適

切に支援をつないでいくことが必要である。 

また、支援を必要とする子どもや家庭の中には、複数の問題を抱えている場

合もあることから、子どもを中心に置いて、多職種の関係者が協働して支える

ことが重要である。 

なお、地域によって、社会資源や人材などが異なるため、地域性を踏まえたさ

らなる体制の充実が望まれる。 

例えば、中津市では、井上小児科医院名誉理事長・井上登生氏（本ガイドライ

ン検討会委員）を中心に、日頃から母子保健・児童福祉・教育などの関係者が、

事例検討等を通じて、顔の見える関係性を構築し、切れ目ない支援を実践してい

る。井上氏は、「連携するうえでは、『顔の見える関係』『(互いの)機能・事業を

知る』『当事者にとって、つなぐ意味を認識・共有する』ことが重要」と述べて

いる。 

以下、ポイントごとに分けて、具体的に記載する。 
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(１) 顔の見える関係性の構築 

 

地域で就学前後の切れ目ない支援体制を構築するにあたっては、事例検討会

などの各種会議や研修会などを通じて顔の見える関係性を構築していくことが

有効である。 

中津市では、一次予防・二次予防・三次予防21を担う母子保健や児童福祉に

かかる支援者向けの勉強会を定期的に開催し、医療・保健・福祉・教育の各関

係者やスーパーバーザー（ＳＶ）として井上氏が参加し、事例検討や課題提

起、講義などを通して、顔の見える連携を構築するとともに、関係者が支援の

目線合わせを行っている【図２】。 

 

図２ 中津市の取組 

 

支援するうえでは、支援者自身も困りを抱えることが少なくない。そこで、

進行中のケースを中心とした事例検討会等の開催により、そうした支援者の困

りを共有し、関係機関と協議することで、関係機関の考え方を学ぶことがで

き、支援の対象となる子どもと家庭をどう支援していくか、支援に関する目線

                                                      
21 一次予防・二次予防・三次予防…一次予防は問題が起こる前の対応や支援、二次予防は早期

発見と早期対応、三次予防は再発防止のことを指す。 
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合わせも可能となる。 

関係機関相互の関わりをより円滑にするためには、一方的に情報を求めるの

ではなく、互いに支援状況やその結果などを共有することも重要である。関わ

りをフィードバックすることは各々の支援の振り返りとなり、次の支援にもつ

ながる。 

なお、事例検討会等で使用する事例検討用シート22の例を【図３～５】（大分

大学福祉健康科学部 准教授 飯田法子氏作成）を示す。 

また、事例検討会等の進め方は様々であるが、一例としてインシデントプロ

セス法23を【図６】に示す。 

事例検討は、外部の関係機関との検討だけでなく、所属内部における、支援

対象者の共通理解や対応策の検討にも有効である。 

 

図３ 事例検討の様式例 

 

 

 

                                                      
22 事例検討用シート…参考資料の 81 84 ページにも掲載。 
23 インシデントプロセス法…マサチューセッツ工科大学のピコーズ教授が提唱した事例研究法

の一つ。保育コーディネーター養成研修やホームスタートの事例検討会で用いられている手
法。 

・対象児（頭文字 ）児

・性別 ・年齢

・診断名・手帳の有無・ これまでの相談歴・検査結果

・子どもの性格・行動特徴・発達の状況、家庭環境・学校や施設・園
の環境

・これまでの支援で課題であると思われる点（園内環境、家庭環境、
他機関協働の状況）

事例検討用シート
記入者名： NO.

ジェノグラムとエコマップ

対
象
児
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

今回検討したい具体的な
子どもや保護者の様子

担任・同僚・施設
（学校・園）全体の対応

地域や他機関
における支援状況

アセスメント 当日記載（事例検討内容）
(ｱｾｽﾒﾝﾄの意見・支援のアイディア等)
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図４ 事例検討の様式例（記入のポイント・上部） 

 

図５ 事例検討の様式例（記入のポイント・下部） 

 

今回検討したい具体的な
子どもや保護者の様子

担任・同僚・施設
（学校・園）全体の対応

地域や他機関
における支援状況

アセスメント 当日記載（事例検討内容）
(ｱｾｽﾒﾝﾄの意見・支援のアイディア等)

学校・施設・園内外の支援
状況を記載します。

矢印（⇔）などで関係性を
表示してもよいです。

ストレングスも記載します。

アセスメントに加
える内容や、支援
のアイディアなど
を当日話し合って
記載します。

具体的に検討し
たい、子どもや
保護者の状況を
記載します。

子どもの発
達や愛着、
保護者の自
身の状態、
支援環境な
どの視点を
含めたアセ
スメントに
ついて記載
します。
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図６ インシデントプロセス法 

 

インシデントプロセスによる事例検討のポイント 

インシデントプロセス法を切れ目のない支援のためのツールとして利用するためには、

いくつかのポイントがあります。 

まず、司会者（助言者）は、相当の力量や経験のあるオーガナイザーや保育コーディネー

ターがよいでしょう。検討会の中で、司会者は事例提供者とともに初期のニーズや支援開始

時のアセスメント内容を知っておく必要があります。また、インシデントそのものは約 100

文字前後の説明文や状態を知ることのできる写真が望ましく、事例提供者の主観を除いた

シンプルなものとします。 

インシデントが提示されると参加者や各グループは質問を行います。事例提供者は質問

に対して、把握している事実のみ答え、把握していないことには「わからない」と答えるこ

とがポイントです。 

参加者は主体的に質問をしていくことで、問題発見や解決能力が養われ、事例提供者や司

会者は新たなアセスメント要素が提示される場面です。 

その後は参加者や各グループでアセスメントを行います。長期にわたる支援策を考える

ことも重要ですが、即座に実践できる短期の支援策を考えてもよいでしょう。実践された支

援策は、その過程をモニタリングすることにより新たな支援策が必要になることもありま

す。その時にはもう一度事例検討会をします。事例終了後にはエバリュエーション（事後評

価）をすることとも大切です。 

インシデントプロセス法は事例検討のための資料を準備したり、多くの時間をかけるこ

ともなく参加者の問題発見や解決能力の向上を期待できる一方で、事例検討の経験の少な

い場合は、しっかりと資料を準備し、検討会の目的を明確にしておく必要があります。 

また、参加者が毎回限られてしまうと支援の方向性が偏ってしまうなどの問題がありま

すので注意が必要です。
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(２) 支援・連携に関わる地域の人材 

 

 就学前後の切れ目ない支援や連携に関わる人材について、関係機関が相互に

その役割を理解することが重要である。そのため、子ども・子育て支援に携わる

主な人材について、【表１】に例示した。 

 

表１ 支援・連携に関わる地域の人材(例)  

名称 所属先 支援対象および支援内容 所管 

利用者支援専

門員 

【参考資料Ｐ42～

43】 

市町村（保健

センター等） 

 

保護者等から子育てに関する相談や心配ごと、子ども

の発育や発達に関する悩みなどについて相談があった

場合に、相談者が抱える悩みを解決するために相談内

容に応じた情報提供や適切な機関等へのつなぎによ

り、継続的に見守りを行う。 

各市町村の

子育て支援

所管部署 

 

ホームスター

ト事業のビジ

ター、オーガナ

イザー 

【参考資料Ｐ46～

49】 

地域のホー

ムスタート

取組団体 

 

妊婦や未就学児のいるひきこもりがちな「気になる家

庭」に、研修を受けた地域の子育て経験者（ビジター）

が週に 1回訪問し「傾聴」と家事や育児を一緒にする

「協働」をボランティア活動で行う。 

 

各市町村の

子育て支援

所管部署 

 

子育て支援員・

拠点スタッフ 

【参考資料Ｐ50～

51】 

地域子育て

支援拠点 

 

・子育て親子の交流の場の提供と交流の促進 

・子育て等に関する相談、援助の実施 

・地域の子育て関連情報の提供 

・子育て及び子育て支援に関する講習等の実施 

市町村の子

育て支援所

管部署 

保育コーディ

ネーター 

【参考資料Ｐ55】 

保育所、幼稚

園、認定こど

も園 

 

保育所や認定こども園、幼稚園において、特別な支援

を必要とする子ども（発達障がい・被虐待児等）や家

庭に対して、園内で中心となって支援を行い、必要に

応じて専門機関につなげる（大分県独自の取組）。 

県教育委員

会幼児教育

センター、

県こども未

来課 

放課後児童支

援員 

【参考資料Ｐ69～

71】 

放課後児童

クラブ 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学

している６年生までの児童に対し、授業の終了後等に

小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及

び生活の場を与えて、その健全な育成を図る。 

各市町村の

子育て支援

所管部署 

 

スクールカウ

ンセラー（Ｓ

Ｃ） 

【参考資料Ｐ72】 

公立の小・中

学校、高校、

教育委員会、

教育事務所 

児童生徒の臨床心理に関して高度な専門的な知識、経

験を有し、児童生徒の問題行動等の早期発見や緊急時

の対応、不安や悩みを抱える児童生徒等の相談等を受

ける。 

市町村教育

委員会 

スクールソー

シャルワーカ

ー（ＳＳＷ） 

【参考資料Ｐ72】 

公立の小・中

学校、高校、

教育委員会、

教育事務所 

児童生徒が置かれた様々な環境の問題（貧困、虐待等）

に対し、社会福祉的な観点から支援を行い、関係機関

と連携・協力して課題解決を図る。 

市町村教育

委員会 
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名称 所属先 支援対象および支援内容 所管 

子どもの発達

支援コンシェ

ルジュ 

【参考資料Ｐ74】 

児童発達支

援センター、

障害者相談

支援事業所 

相談支援：保護者や医療、保健、保育、教育関係者か

ら子どもの発達や福祉サービスの利用等について様々

な相談を受け、適切な支援を検討し、関係機関につな

げる。 

訪問支援：保育所、幼稚園、学校、事業所等を訪問し

て子どもの状況を把握し、支援の方法について一緒に

検討する。 

県障害福祉

課 

 

発達障がい者

支援専門員（Ｓ

Ｖ） 

大分県発達

障がい者支

援センター

ＥＣＯＡＬ

（イコール） 

発達障がいに関する適切な相談・支援方法など専門的

な知識を有するスーパーバイザーを、保育所や事業所

等へ派遣し、専門的な知見に基づくアドバイスを行う。 

 

県障害福祉

課 

 

ペアレントメ

ンター 

 

大分県発達

障がい者支

援センター

ＥＣＯＡＬ

（イコール） 

発達障がいの子どもを育てた経験のある親であるペア

レントメンターを各地域の親の会等へ派遣し、その育

児経験を活かし、診断を受けて間もない親などに対し

て、傾聴や相談を行う。 

 

県障害福祉

課 

 

特別支援教育

コーディネー

ター（特別支援

学校） 

県立特別支

援学校 

保護者及び校内外の関係者や関係機関との連絡・調整

の窓口として、また、地域における特別支援教育に関

する「センター的機能」の役割を果たす。 

特別支援教

育課 

 

相談支援専門

員 

相談支援事

業所 

 

障がいのある子どもや家族の相談に応じ、助言や連絡

調整等の必要な支援を行うほか、障害福祉サービスの

利用に必要な計画（障害児支援利用計画）の作成を行

う。 

県障害福祉

課 

市町村教育委

員会の特別支

援に関わる就

学担当 

市町村教育

委員会 

発達や就学に関する支援の相談に応じる。 市町村教育

委員会 

 

 就学前後の子どもや家庭について、支援者の「気付き」を切れ目ない支援に

つなげるためには、誰が誰に情報をつないでいくかを関係者が確実に理解し、

責任をもってつなぐことが重要である。 

支援の対象となる子どもの所属先や利用場所によって、支援の必要性などに

気付く主体は異なる。そのため、【表２】に支援の対象となる子どもの主な区

分ごとに、支援の必要性などに気付く主な支援関係者を「気付きの主体」と

し、適切な支援に向けたキーパーソンとして「つなぎ先」を記載した。 
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特に、就学後の小学校等においては、速やかに子どもが利用、所属していた

施設等と連携を図り、子どもや家庭の様子を共有しながら、支援内容や支援上

の留意点を確認する場を設けることが求められる。その際、関係者相互の支援

状況をフィードバックし、双方向で情報交換できる体制を整えることが重要で

ある。 

また、複数の課題を抱える場合は多様な機関で関わることも想定されるが、

支援者一人ひとりが気付きの視点を持つことが重要である。 

 

表２ 対象別の「気付きの主体」と適切な支援に向けた「つなぎ先」 

対象となる子ども 気付きの主体 つなぎ先 

保育所、認定こども園、幼稚

園等の園児 

保育コーディネーター【有】 

・担任 保育コーディネーター 

・保育コーディネーター 

保育コーディネーター【無】 

・担任 主任または園長等 

・主任または園長等 

市町村の母子保健所

管課 

小学校（就学に向け

て） 

地域子育て支援拠点の利用児 子育て支援員・拠点スタッフ 

市町村の母子保健所

管課、児童福祉所管

課など関係課 

利用者支援事業の利用児 利用者支援専門員 

ホームスタートの利用児 ホームスタートのビジター オーガナイザー 

児童発達支援センター、相談

支援事業所等の利用児 
施設職員 

医療的ケア児（在宅） 相談支援事業所、訪問看護師、医療機関など 

就学前の在宅の未就園児 民生委員・児童委員や地域住民など 

就学児（小学生など） 担任教諭、養護教諭 

スクールカウンセラ
ー（ＳＣ）、スクー
ルソーシャルワーカ
ー（ＳＳＷ）、特別
支援教育コーディネ
ーター 

放課後児童クラブ利用児 放課後児童支援員 
小学校、市町村の児

童福祉所管課など 

 

切れ目ない支援体制を構築するためには、上記のような様々な人材が相互に

連携することが重要であるが、一方で、地域の子ども・子育てを一体的に支援し、

牽引するような核となる人材がいることが望ましい。 

 

令和６年４月に施行予定の児童福祉法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第６６号。以下｢改正児童福祉法｣という。）により、今後、各市町村で、すべ

ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を有する機関と

して「こども家庭センター24」の設置が進められることとなるが、同センターの

                                                      
24 こども家庭センター…現在、市町村には、家庭等への相談や支援を行う機関として、子育て世

代包括 援センター（  保健）と ども家庭総合 援拠点（児童福祉）の設置が進められて

いるが、両者の設 の意義や機能は維持したうえで組織を 直し、センター や統括 援員を

-13-



 

統括支援員のような立場の人材が、切れ目ない支援体制の核となることが考え

られる。 

センターはもとより、各関係機関の支援者自身のスキルアップも欠かせない。 

そのため、それぞれの専門性を高めるための研修や関係者が一堂に会して行

う研修などに工夫して取り組むことも必要である。

                                                      
配置し、保健師や子ども家庭支援員等と適切に連携・協力しながら、一体的な支援の提供を行

う機関として位置づけられるもの。 
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(３) 支援・連携に関わる各関係機関の取組 

 

 就学前後の切れ目ない支援や連携に関わる関係機関が、相互にその役割を理

解することが重要である。 

 以下に、主な取組を示している。これらの場を活用して関係機関と連携に努め

ていただきたい。 

 

① 乳幼児健診等を通じた連携 

 

各市町村の母子保健所管課では、発達の特性を把握し、状態に応じ必要な支

援につなぐため、出生後から乳児家庭全戸訪問事業25や、４か月児健診、７か

月児健診、10 か月児健診、１歳６か月児健診、３歳児健診など乳幼児を対象

にした健診26を実施している。また、５歳児健診や５歳児相談会27を実施してい

る市町村もある。 

これらの乳幼児健診等は、連続的で継続的な関わりを通して、子どもの発

育・発達・養育環境等を把握できる重要な機会となっている。 

健診にあたって、市町村の保健師と子どもや子育て家庭が利用する施設や事

業実施機関（保育所等28、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、ホームスタ

ート、ファミリーサポート29、一時預かり30等）との間で、子どもや家庭の様子

を事前に共有することで、健診時により適切な指導や支援を行うことが可能

                                                      
25 乳児家庭全 訪問事業… 後 4 か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や

悩みを聞き、必要な支援を行うもの。「こんにちは赤ちゃん事業」ともいわれる。参考資料は

45 ページ。 
26 乳幼児健康診査…市町村は、１歳６か月児と３歳児に対して、健康診査を行う義務があるが、

その他の月齢・年齢の乳幼児に対しても、必要に応じ、健康診査を実施し、また、健康診査を

受けるよう勧奨しなければならない。参考資料は 52 ページ。 
27 ５歳児健診等…日常生活上での基本的な習慣がほとんど自立する５歳の時期に、発達障がいの

専門医を派遣するなどし、障がいの早期の気付きと支援につなげるもの。本県では、（社福）

別府発達医療センターに委託して市町村に専門医の派遣を実施している。 
28 保育所等…保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育、認可外保育施設を指す。 
29 ファミリーサポート…乳幼児や小学生等の子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり

などの援助を受けることを希望する方と、援助を行うことを希望する方との相互に助け合う

活動。ファミリー・サポート・センター事業。 
30 一時預かり…急な用事や短期のパートタイム就労のほか、リフレッシュしたいときなどに、

保育所などの施設や地域子育て支援拠点などで子どもを預かるもの。 
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となる。 

また、支援が必要な子どもに対して早期の支援を行うために、地域の保育コ

ーディネーターや臨床心理士が乳幼児健診等に同席し、子どもの状況を確認し

ている例もある。 

加えて、出産・子育て応援交付金事業による出産・子育て応援ギフト31の支

給と併せて、妊娠届出時から、全ての妊婦・子育て世帯に寄り添う伴走型相談

支援32が行われる予定であり、出産前後の支援がさらに充実されることとなる。 

  

② 保育所等への訪問 

 

就学時の健康診断や特別支援教育コーディネーターによる巡回相談33の前

などに、小学校教諭や市町村教育委員会等の担当職員、保健師が保育所等に訪

問し、子どもの様子について情報共有することで、子どもの特性の把握につな

がり、学校側での支援体制を検討する際の情報ともなり有効である。 

 

③ 特別支援連携協議会34 

 

医療・保健・福祉・教育分野等が参画のもと、発達障がいを含む障がいのあ

る幼児・児童生徒に対する教育支援体制の整備について協議し、一体的な連携

を検討する。 

 

④ 自立支援協議会35 

 

県及び各市町村が設置している協議会であり、福祉・医療・教育・雇用等

の関係機関、障がい者等により構成され、障がい児・者等への支援の体制の

                                                      
31 出産・子育て応援ギフト…国の令和４年度第２次補正で成立した新たな経済的支援。妊娠届

出時（５万円相当）と出産届出時（５万円相当）に出産育児関連用品の購入費助成や子育て支

援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援（計 10 万円相当）を行うもの。市町村が伴走型

相談支援と一体的に実施する。 
32 伴走型相談支援…妊娠届出時、妊娠 8 か月前後、出生届出から乳児家庭全 訪問までの間に、

出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な

支援につなぐもの。市町村が経済的支援（10 万円相当）と一体的に実施する。 
33 特別支援教育コーディネーターによる巡回相談…本ガイドラインの 18 ページ、⑥を参照。 
34 特別支援連携協議会…参考資料は 66 ページ。 
35 自立支援協議会…参考資料は 75 ページ。 
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整備について協議している。また、協議会の中に障がい児の専門部会を設置

している市町村もある。 

 

⑤ 幼保小の架け橋プログラム36 

 
幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて重要なものであ

り、幼稚園・保育所・認定こども園といった施設類型を問わず、全ての子ども

が質の高い教育を受けられるよう、幼児教育の質的向上とともに、小学校への

円滑な接続を図り、接続期の教育の充実を図っていくことが必要である。 
これまで、国では、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要

領、保育所保育指針の整合性を確保するとともに、小学校との接続期の連携の

手掛かりとして「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を策定するなど、幼

稚園・保育所・認定こども園と小学校（以下「幼保小」という。）の連携の推

進を図ってきた。しかし、実践の多くが行事の交流等にとどまり、資質・能力

をつなぐカリキュラムの編成・実施が行われていないなどの点も指摘されてい

る。 
「幼保小の架け橋プログラム」は、幼保小の子どもに関わる大人が立場の違

いを越えて自分事として連携・協働し、５歳児～小学校１年生の２年間（＝架

け橋期）にふさわしい学びの実現を図り、全ての子どもに学びや生活の基盤を

育めるようにすることを目指すプログラムであり、架け橋期に求められる教

育の内容等を改めて可視化したものである。幼保小においては、一人一人の多

様性や０歳から 18 歳の学びの連続性に配慮しつつ、教育内容や指導方法を工

夫することが重要である。 
幼保小における教育課程編成・指導計画の作成にあたっては、各地域で幼保

小が協働して開発する架け橋期のカリキュラムを踏まえるとともに、幼児期の

遊びを通した学びが小学校の学習にどのようにつながっているかについて、幼

保小の先生が子どもの姿の事例を通して「幼児期の終わりまでに育ってほしい

姿」を手がかりに具体的に対話をすること等が重要になる。そして、幼保小が

一緒に振り返って評価し、改善・発展させていく。 
「社会に開かれたカリキュラム」や「全ての子どものウェルビーイングを保

障するカリキュラム」の実現のため、今後、本県では、「幼小接続地区別合同

研修会」等でも、本ガイドラインの説明を行う等、本ガイドラインと一体的に

取組を推進していく予定である。 
 

                                                      
36 幼保小の架け橋プログラム…参考資料は 63 64 ページ。 
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⑥ 特別支援学校のセンター的機能による巡回相談37 

 

特別支援学校の特別支援教育コーディネーターが巡回相談員として、地区

の保育所等や小・中学校等の教員に対し、巡回して相談を行う。 

巡回相談員は、要請に応じて学校を訪問し、以下の内容について指導・助言

等を行う。 

・教育課程作成に関する事項 

・指導計画作成に関する事項 

・教材・教具の活用や開発に関する事項 

・指導方法に関する事項 

・指導形態に関する事項 

・評価に関する事項 

・個別の指導計画作成に関する事項 

・個別の教育支援計画作成に関する事項 

・学校内における支援体制に関する事項 

・家庭との連携に関する事項 

・関係機関（専門家）等との連携に関する事項 

・心理検査に関する事項          等 

                                  

⑦ 就学時の健康診断 

 

市町村教育委員会が学齢簿を作成し、入学通知を行う就学事務の一環として

行う。 

小学校への初めての就学にあたって、就学時健康診断の結果を受けて、子ど

もの特性等に応じた就学の場などの相談、情報提供を行う。 

 

 

⑧ 就学支援委員会 

 

市町村教育委員会は、就学先の決定にあたっては、教育学・医学・心理学等

の専門家で構成される就学支援委員会（名称は各市町村で異なる）の意見を聴

取する。また、本人の障がいの状態等や教育的ニーズ、本人・保護者の意見、

学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から、最終的には市町村教育委員

会が就学先を決定する。その際、特に市町村教育委員会は保護者との信頼関係

                                                      
37 特別支援学校のセンター的機能による巡回相談…参考資料は 68 ページ。 
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に基づいた十分な説明を行い、保護者との合意形成を図りながら、就学先を決

定していくことが求められる。 

なお、参考として、障がいのある子どもの就学支援に向けた流れ（就学前年

度）を【図７】に示す。 

障がいのある子どもについては、教育委員会が行う教育相談に早期から相談

することが必要である。 

学校見学や体験入学などがあるほか、市町村教育委員会・小学校等による保

育所等への訪問も行っているため、支援者間で情報共有を図りその子どもにと

って必要と考える支援を行うよう努める。 

なお、支援員等の配置は最終的には市町村教育委員会の判断による。 

 

図７ 就学前から小学校入学までの流れ 

 
 

⑨ 卒園後の連携 

 

卒園後も保育所等と小学校が相互に情報共有を行うことで、連携が深まり、

保育所等での関わり方を伝えるなど、より丁寧な引継ぎの機会ともなる。 

さらに、就学後の様子や環境を知ることは、保育所等の側も小学校が求めて

いる情報などを確認でき、その後の連携もよりスムーズに行われることが期待
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される。 

 

⑩ 児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所との連携 

 

事業所での様子について、子どもが通う保育所等や小学校等と共有すること

は、双方にとって、子どもの理解が深まり、特性などを踏まえた切れ目ない支

援につなげていくためにも重要である。 

個別支援計画、サービス利用担当者会議などを通じて、子どもの様子につい  

て情報共有することで、子どもの強み・弱みや目標の把握につながり、保育所  

等や小学校等での支援を検討する際の参考ともなり有効である。 

 

⑪ 放課後児童クラブとの連携 

 

就学後に放課後児童クラブを利用する場合、子どもが通う小学校と放課後児

童クラブにおいて、子どもの様子について共有することは、双方にとって、子

どもの理解を深めるために重要である。 

このため、学校運営協議会や、各市町村で整備されている地域学校協働本部

（「協育」ネットワーク）において、放課後児童クラブの参画を促進するなど、

学校関係者等と放課後児童クラブとの連携を強化することが求められている。 

また、特に新 1年生の場合は、入学前の 4月の春休みから利用が始まること

があるため、特に支援が必要な子どもについては、子どもの特性などを踏まえ

た切れ目ない支援につなげていくためにも、利用前に保育所等と情報交換を

行う場を設けることも有効である。 

 

⑫ 要保護児童対策地域協議会 

 

保護者のない子ども及び要保護児童や要支援児童とその保護者などを早期

に発見し、適切な保護や支援を図るために関係機関が必要な情報を共有する

とともに、支援内容の協議や役割分担の調整を行うため、市町村ごとに設置し

ている。毎月、全てのケースの進行管理を行う実務者会議や適時開催する個別

ケース検討会議などを開催している。 

就学前後は、見守りなどの支援を行う関係機関が代わるため、より丁寧な情

報連携と役割分担の確認を行い、対応に遺漏のないよう留意する必要がある。 

なお、津久見市では、市教育委員会が主催する「地域児童生徒支援情報交換会」

により、情報共有・支援体制づくりが行われており、適宜、要保護児童対策地域

協議会とも連携している。 
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＜参考事例＞津久見市「地域児童生徒支援情報交換会」 

 
  

主催：津久見市教育委員会学校教育課 

構成メンバー：地域児童生徒支援コーディネーター、ＳＣ、ＳＳＷ、教育支

援センター指導員、学校教育課担当指導主事、社会福祉課子育て支援班主

任、家庭児童相談員、母子父子自立支援員 

＜内容＞ 

不登校や発達等の特性、家庭の状況など学校等から挙がってきた子どもの

様子や家庭の様子などを情報共有して、困りを抱える子どもへの支援のあり

方などを関係機関で検討する。ケースによっては要保護児童対策協議会と連

携し、情報共有・支援体制づくりを行う。 

子どもや家庭を中心に、様々な立場の関係者が連携することによって、情

報を共有しやすく、その豊富な情報を基に、お互いが補いあうことで、1人に

負担がかかることなく役割分担をしながら支援を継続できる。 
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（４）情報連携のためのツール 

 

情報連携のツール（手段）として、対象別に例を示す。 

  

① 保育所等に通う子ども 

 

ア．要録 

 

支援が必要な子どもを含めて、すべての子どもの情報を小学校につなぐため

のツールとしては、「要録」38（保育所児童保育要録、幼稚園幼児指導要録、幼

保連携型認定こども園園児指導要録）があり、保育所等に通うすべての子ども

について作成し、進学先の校長に送付することとなっている。 

特に最終年度の記入にあたっては、小学校等における児童の指導に活かされ

るよう、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して、幼児に育まれ

ている資質・能力を捉え、指導の過程と育ちつつある姿を分かりやすく記入す

るようになっている。 

保育所等の現場からは「子どもの様子（幼児の発達の姿）を文字のみで記入

するので、記入者の表現方法により、伝わり方に差が出る」といった声がある。 

小学校では、保育所等から送付された要録の内容から一人一人の子どもが、

どのように保育所等で過ごしてきたか、また、その子の良さや可能性などを受

け止めて、１年生を担任する教師が、その子に対する適切な指導を行うための

参考にしているが、一方で、小学校の現場からは「文字ばかりの情報であるた

め、入学時点でクラス全員分の子どもの様子を十分に把握することは困難」な

どの声もある。 

 

                                                      
38 要録…参考資料は 56 59 ページ。 
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イ．レーダーチャート 

 

このようななか、一部自治体において

は、要録のうち、保育に関する記録をレ

ーダーチャート39化し、小学校に引き継

ぐ取組が実践されている。 

レーダーチャートは、子どもの発達の

状況や保育経過を４半期ごとに記録する

「児童票」40に記載する内容が【図８】の

ように、自動的にチャート化されるもの

である。 

具体的には、１～５歳の年齢別に「養

護」41と「５領域」(健康・人間関係・環

境・言葉・表現)42の育ちを、107 項目に

分けて３段階で評価したものが図式化さ

れることによって、子どもの発達特性や成長の変化が「見える化」され、支援

の必要性や養育環境の課題などが把握しやすくなる。 

 

臼杵市では、認定こども園等の一部で、小学校へ要録を送付する際に、レー

ダーチャートを添付しており、学校現場からは、「数値化されており、わかりや

すく客観的」、「一目で子どもの状況がわかり、それから気になった点を文章で

確認している」、「経年比較が容易」といった評価する声がある。 

一方、「園ごとに評価の基準値が異なるのではないか」という声もあった。 

 

                                                      
39 レーダーチャート…大分県保育連合会が作成している「児童票」を基に作成するレーダーチ

ャートを指す。 
40 児童票…保育園に在籍する子ども一人ひとりの日々の保育を記録する書類。 
41 養護…保育所保育指針において、「保育における養護とは、子どもの生命の保持及び情緒の安

定を図るために保育士等が行う援助や関わりであり、保育所における保育は、養護及び教育を

一体的に行うことをその特性とするものである。」とされている。 
42 ５領域…保育所保育指針、幼稚園教育指針及び幼保連携型認定こども園教育・保育指針では、

子どもの総合的な心身の発達のために目指す「ねらい」と「内容」を、心身の健康に関する領

域「健康」、人との関わりに関する領域「人間関係」、身近な環境と、関わりに関する領域「環

境」、言葉の獲得に関する領域「言葉」及び感性と表現に関する領域「表現」の５つにまとめ、

示している。 

図８ レーダーチャート（イメージ） 
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② 障がいの診断を受けている子ども・支援を受けている子ども 

 

障がいの診断を受けている子どもや支援を受けている子どもについては、

情報連携のためのツールが数多く存在する。以下にその例を示す。 
 

ア. 相談支援ファイル 

  

 相談支援ファイルは、診断の有無に限らず、保護者の希望により所持

するものであり、配布は市町村教育委員会が行っている。対象となる子

どもの発育や発達の特性、受診や療育にかかる情報等について記載する

ものである。 

就労までの様子が記載できるため、ライフステージの変化により関わ

りの主体が異なっても、一貫した継続的な支援を行うのに役立つもので

ある。保護者だけでなく、必要に応じて、支援者も情報を記載するなど、

保護者と支援者の共通のツールとして活用するとよい。 

   

イ. 個別の支援計画・個別の教育支援計画 

 

個別の支援計画とは、乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に

立って、医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関が連携して、障が

いのある子ども一人一人のニーズに対応した支援を効果的に実施する

ための計画である。その内容としては、障がいのある子どものニーズ、

支援の目標や内容、支援を行う者や機関の役割分担、支援の内容や効果

の評価方法などが考えられる。 

この「個別の支援計画」を、学校や教育委員会の教育機関が中心とな

って策定する場合には、「個別の教育支援計画」43と呼んでいる。つまり、

「個別の教育支援計画」は「個別の支援計画」に含まれるものである（【図

９】参照）。 

現在、全ての特別支援学校で「個別の教育支援計画」を策定している。 

 

 

 

 

 

                                                      
43 個別の教育支援計画…策定状況は参考資料の 67 ページ。 
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図９ 個別の支援計画と個別の教育支援計画 

 

（独立行政法人国立特殊教育総合研究所『「個別の教育支援計画」の策定に関する実際的研

究』17 頁（平成 18年）を参考に作成） 

 

また、特別支援教育の推進により、幼稚園、小学校、中学校、高等学

校等においても策定が進んでいる。ライフステージを通じた一貫した相

談支援となるよう医療、保健、福祉、労働等においても「個別の支援計

画」を策定することが期待される（【図１０】参照）。 

 

図１０ 個別の教育支援計画と他の支援（計画）との関連 

  
（全国特殊学校長会『地域・家庭・学校のためのよくわかる「個別の教育支援計画」Q&A－

保護者の質問に答えて－』19頁（平成 17 年）を参考に作成） 
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＜参考＞「個別の教育支援計画」の記載内容 

【対象範囲】 

 障がいのある幼児や児童生徒で、特別な教育的支援が必要な者。 

※幼稚園から特別支援学校の高等部、高等学校段階までの者を中心に考える。 

【内容】 

・特別な教育的ニーズの内容 

・適切な教育的支援の目標と内容 

※医療、福祉等教育以外の分野からの支援が必要となる場合はその旨を併せ

て記述する。 

【作成・点検のプロセス】 

  学級担任や学校内及び他機関との連絡調整役となるコーディネーター的

役割を有する者が中心となって、以下の手順で具体的な内容を確定する。 

・障がいのある児童生徒の実態把握 

・実態に即した指導目標の設定 

・具体的な教育的支援内容の明確化 

・評価 

【計画作成のための組織体制・システムの整備】 

○各市町村の役割 

 地域内の医療、福祉、教育、労働等関係機関の役割が有機的に実施される

ように全体的なコーディネートを行う役割を有しており、関係部署内の連

携・調整を行う組織の設置等適切なシステムの構築を図る必要がある。 

○計画の引継の体制 

 対象児童生徒の進学や転学等に際し、計画の作成担当機関が変更となる場

合には、引き続き適切な教育が一貫して行われるように、引継のシステム

の構築を図る必要がある。 

○医療、福祉、労働等との連携 

 教育以外の分野との連携が円滑に行われるよう関係機関同士での日常的な

連携が重要であり、計画作成担当機関における特別支援教育コーディネー

ター及び関係機関の協力部署及び担当者の明確化を図るなど地域内での連

携システムを構築する。 

 

ウ．個別の指導計画 

 

個別の指導計画は、個々の児童の実態に応じて適切な指導を行うた    

めに、保育所等や学校で作成されるものである。教育課程を具体化し、障    

がいのある児童など一人一人の指導目標、指導内容及び指導方法を明確
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にして、きめ細やかに指導するために作成するものである。 

個別の指導計画44は、特別支援学級に在籍する児童や通級による指導を

受ける児童に対しては、全員について作成することとされている。また、

通常の学級に在籍し障がいのある児童などの指導については、作成し活

用に努めることとされている。同様に、保育所等においても、作成し活用

することに努めるものとされている。 

 

     個別の指導計画には、以下のような内容が盛り込まれる。  

（特別支援学級の場合） 

〇各教科、各教科等合わせた指導などの教科名 

〇長期目標（年間目標） 

〇短期目標 

〇単元（題材）ごとの時間数 

〇具体的な指導・支援の内容・方法（手立て及び合理的配慮） 

〇評価 

○次年度への引き継ぎ事項 

    

（通常の学級の場合） 

〇表出している困り（本人・周囲・指導上）とその原因の解釈 

〇指導の目標 

〇具体的な指導・支援の内容・方法（手立て及び合理的配慮） 

○評価 

○次年度への引き継ぎ事項 

ただし、様式・記載内容については、国や県が定めた様式はない。原則

として、児童などの特性に応じた支援を記入しやすい様式など、各学校で   

定めてよいこととなっている。 

なお、各市町村によっては例を示している場合がある。保育所等と小

学校など、指導の連携を円滑に行うために、地域で様式についての一貫性

を持たせることが望ましい。 

作成にあたっては、県が示している「個別の指導計画作成・活用マニュ   

アル」を参考にしていただきたい。 

「個別の指導計画作成・活用マニュアル」 

 https://www.pref.oita.jp/site/kyoiku/manyuaru.html 

                                                      
44 個別の指導計画…策定状況は参考資料の 67 ページ。 
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  エ．障害児支援利用計画 

 

 療育機関（児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デ

イサービス等）の通所の障害福祉サービスを利用するにあたって必要と

なる計画である。 

 依頼を受けた相談支援事業所が本人や家族の意向を踏まえて、目標

や方針、利用するサービスを組み合わせ、役割分担等を記載するもの

であり、家族や支援者など多様な機関が作成に関わる中で相互理解も

深まり、一貫した支援を提供できる。 

 

オ．リハビリテーション実施計画書 

 

訪問又は通所リハビリテーションサービスを利用するにあたって必

要となる計画である。 

医師がリハビリを指示する際に、その目的や方法などについてリハ

ビリスタッフと作成し、本人や家族へ説明するためのものであり、本

人の健康状態や心身の状態を把握することができる。本人の同意のも

と関係者へ情報提供を行うことで、利用者のよりよい生活を支援する

ことができる。 

 

③ 未就園児 

 

３歳以上の子どもの９割以上が保育所等に通う中、施設やサービスにつなが

っていない未就園児が一定程度存在している。０～２歳児も含め、的確な把

握・支援を行い、就学につなげることが必要である。 

 

就学前のすべての子どもの情報を把握している者は、市町村の母子保健所管

課の保健師であり、キーパーソンとなる人材である。未就園の理由は、障がい

や医療的ケア児、低所得家庭、外国にルーツがある子どもなど様々であるため、

アウトリーチも含め個別の状況把握に努めながら、市町村の児童福祉所管課等

関係各課や関係機関と連携を図ることが重要である。 

関係機関としては、子どもが利用している各種サービスの従事者、例えば、

利用者支援事業、ホームスタート、児童発達支援センター、地域子育て支援拠

点、子ども食堂などが挙げられるほか、何もサービスにつながっていない場合

は、民生委員・児童委員や地域住民からの情報も貴重である。 

しかしながら、これらの各関係者が把握する情報は限られるので、市町村の
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母子保健、児童福祉所管課等は、関係機関との会議の場等を通じ、子どもや家

庭の状況を相互に共有し、理解を深め、必要な支援につなげていくことが重要

である。 

また、未就園児は、要録のような法令等に基づき小学校に引き継ぐ書類や

個別の支援計画なども存在しないが、利用者支援事業を活用している場合は、

支援台帳や相談記録を用いて情報連携する方法も考えられる。 

さらに、こども家庭センターでは、支援が必要な子ども・妊産婦等に対する

サポートプランの作成を行うこととなっており、当該プランに基づき、確実に

支援につなげることが求められる。 

また、改正児童福祉法では、市町村は、保育所等や地域子育て支援拠点等を、

こども家庭センターを補完する「地域子育て相談機関」として整備し、身近で

気軽に相談できる接点として充実させることとしており、未就園児の支援の入

口としても期待される。 
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（５）対象者（児）・保護者支援のあり方 

 

 支援にあたっては、早期に子どもの行動特性を把握したうえで支援を行うこ

とが、子どもの発達にとって重要である。また、子どもの状況に応じた適切な支

援を行うためには、保護者の理解が重要であることから保護者支援も不可欠で

ある。 

 一方、支援者の気付きと対応力の向上に向けた研鑽は不可欠であるとともに、

地域の多様な人材（専門職種や地域の関係者（機関）等）が協働し、対象者の状

況に応じた適切で重層的な支援を行うことが望ましい。 

 

①支援にあたってのポイント 

 

 支援にあたってのポイントを、日常的な関係づくりと相談時の対応の観点か

ら以下に記載する。 

 

ア．日常的な関係づくり 

 

・保育所等に通う子どもについては、当該施設の職員が、定期的な保護者面談

を行うなかで、日々の連絡帳、送迎時での顔を合わせたやりとりを丁寧に行

う。 

・未就園児については、利用者支援事業や子育て支援拠点等の身近な場所で把

握できる場合は、利用者支援専門員等が相談を受け、情報提供、助言等必要

な支援を行う。 

・保護者から子どもの発達の相談を受けた際に、市の相談会の情報などをタイ

ムリーに適切に伝える。 

 

イ．相談時の対応 

 

・困りを抱えた保護者に対しては、就学に際して、それまで保護者と関係性を 

築いてきた者（保健師等）も同席したうえで、保護者と学校等との相談の場

を設けるようにする。 

・時間をかけて保護者との関係性を築き、子どもについての気になる点を伝え

ていく。併せて、関係する他機関（保健師等）に対しても、支援の経過等や

保護者との関係性について共有することで、関係者によって異なることを

言われることによる保護者の不安感、不信感を招かないようにする。 

・支援にあたっては、保護者に寄り添い、尊重し円滑なコミュニケーションに
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努める。  

 

②支援にあたっての参考 

 

ア．保護者から相談を受けた際の対応について 

 

保護者からの相談を受けたときに、関係する他機関との信頼関係を壊すよ

うなことは言わずに受け入れ、そのうえで速やかに当該機関に連絡をとり保

護者の意見を伝えることが肝要である。 

下記に中津市の井上小児科医院名誉理事長・井上登生氏（本ガイドライン検

討会委員）の対応例を紹介する。 

 

【対応例】保護者から学校の担任の対応に対する不満の訴えがあった場合 

支援者：（「それは先生が悪いなあ」「そんなこともしてくれんの」などというのでは 

なく） 

「先生も新学期が始まったばかりやからねえ」「１年生は何人やったかな？ 

授業参観のときの様子などはどうやった？」（と投げかける。）    

保護者：「そういえば、うちの子より動き回る子がいてバタバタでした。」 

    ※保護者は自分の子どものことだけでなく、クラス全体の様子を客観的に振 

 り返ることもでき、先生の状況にも気付くことができる。 

支援者：「そしたらおかあさん、やはりそれだけの子どもを見るのは先生も時間かか 

るかもしれんねー」 

※保護者にとっては毎日の生活の中で子どもの困りについては十分把握で 

きているが、新たに担任となった先生が子どもの困りについて把握するに 

は時間がかかることや保護者が自分の子どものことだけでなく、クラス全 

体の様子を客観的に振り返ることもでき、先生の状況にも気付くことがで 

きる。 

※保護者の思いも受け止めながらも、先生の状況についても理解が進むよ 

うに支援する。「何か気になることがあった時は、私たちにご相談くださ

い。一緒にどうしたらよいか考えていきましょう」などと伝える。 

 

イ．気になる子どもや保護者へのアプローチについて 

 

県が令和４年１１月２日に開催した「第２回こどもに対する切れ目ない支援

のための研修会～母子保健・児童福祉・教育等の連携に向けて～」において行

った大分大学福祉健康科学部 准教授 飯田 法子氏の講演資料を抜粋して紹

介する。 
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演題：気になるこどもや保護者へのアプローチについて 

講師：大分大学福祉健康科学部 准教授 飯田 法子氏 

要旨：支援においては「対象者（児）と保護者のアセスメントが重要」であるとし、 

  「アセスメントを行った上で、支援で最も大事にすべき点や連携が可能かどうか、

どのような言葉で伝えるかを考える」ことや、「対応が難しい場合には、祖父母、

他職種の支援者など他の力となる人材を考える」ことが必要である。 

  「対象者（児）と保護者のアセスメント」の具体的な視点として、 

 ① 子どもの発達の状態 

 ② 母子間の愛着の状態 

 ③ 保護者自身の子どもの発達状況の受け入れ（障がいの受容には様々な段階説が

あることを念頭におく。但し、必ずしもそのとおりに進むものではない点を理

解しておく。） 

 ④ 保護者自身の精神的・心理的状況（メンタルへルス上の問題や不安など）・    

社会的状況（地域からの孤立など）・経済的状況（貧困など）、家族関係（シン

グル家庭、ＤＶの可能性など）の側面 

 ⑤ 保護者と支援者との関係（信頼関係を築けているのかどうかなど） 

 ⑥ 強み・資源（ストレングス）や支援者の存在（キーパーソン） 

   が挙げられる。 

 

また、支援にあたっては、 

 ① 担当者一人で抱え込まず、支援者で役割分担を行い、保護者と協働できるよう

関係者全体で支援を行うことが重要である。    

 ② 保護者だけでなく、支援者も援助希求（※）ができるような関係性を作る。 

   ※援助希求：他者に助けを求める。 

 ③ 援助希求が示されていなくても問題に気づいた場合は、支援を検討する。 

   に留意すること。 

 

 なお、上記の視点を踏まえ、事例検討を行うなかで支援者の共通認識を図り、支援

のアイディアを出し合い、よりよい支援につなげていくことが重要である。 

 

ウ．発達障がいのある母親の子育てに関する研究 

 

また、前記研修会では、保護者支援の観点から、自身に自閉スペクトラム症

（ＡＳＤ）がある母親に関する調査研究結果についても講演していただいた。 

このような特性を持つ保護者を支援する際の参考にしていただきたい。 

（参考） 自身に自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）がある母親の育児に関する研究 
（研究者：飯田 法子氏） 
 
◎インタビュー調査において、４名の母親事例に共通していたこと 
 
子どもについて 
 調査時、４名の母親（以下「母親ら」という。）の子どもたち（幼児～小学生）は全
員、情緒的・発達的な問題を有しており、何等かの社会的なサポートを受けていた。 
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母親としての子どもへの思い 
 母親らは、良い母親になりたいという強い願いがあるものの、うまく行かないこと
で、自分を責めていた。特に乳児期は子どもが人形のようで可愛くない、なぜ泣くの
か、子どもの気持ちがわからず可愛くない、という気持ちが強く、子どもへの愛着障
がいが疑われる状況にあった。 
 
育児環境 
・母親らは自身の特性などから、実母との折り合いが悪く、また、他者を信用できな
いという愛着の課題も抱えていた。誰からも子育てを学んだり支援を受けたりする
ことができない過酷な状況下で、日中は一人で子育てを行っていた。 

・保育園などを利用して分離を体験する中で子どもへの愛情が沸いていくことが実
感できるように変化していった。 

 
育児における困難さ 
・子どもの成長とともに母親としての対応の仕方を更新していくことが困難であっ
た。 

・出産前後より初めての子育てに困難を強く感じていたが、それには、自身のこだわ
り、聴覚過敏、同時並行課題の苦手さなどの特性が影響していた。 

・子育ては、予測できない突発的な出来事の繰り返しであるため、変化が苦手である
母親らのストレスは日ごとに増し、うつ病などのメンタルヘルスの問題も抱えるよ
うになっていた。 

・特に離乳食への対応の困難さがメンタルを崩すきっかけであった点で一致した。 
 
支援者との関係 
・支援を受ける中で、予定が変更されたり、助言通りにいかなかった場合には、支援
者不信に陥りやすく、安定的な二者関係を作ることが難しい状態にあった。 

・抽象的な話は意味がわからない、具体的にいわれないと理解できないという点で共
通していた。 

・支援者との体験の共有などを通して安心感を得られたことで、徐々に苦手な変化を
受け入れられるようになっていた（例：当初は子どもの保育所への入園を拒んでい
たが、支援者が一緒に保育所に行き、短時間の利用を繰り返すことで安心して預け
られるように変化した）。 

 
◎支援のポイント 
①温もりある表情や声で受容的な態度 
②特性を知り苦手な点を理解 
③具体的に伝えること 
 
 

 

 

 

「様子をみて」 → 「○○の状態になったらまた来て」 
「いつでもどうぞ」 → 「朝８時～12時まで電話対応できます」 
「調子がよくなったら登園させて」 → 「熱は 36 度台になって」 
「無理しないでね」 → 「疲れているから夕食は弁当を買ってみて」 
 
 ※やんわりでは伝わらない。明確に。  
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エ．情報連携の事例（子どもの様子の伝え方） 

 

入学前に保育所等が小学校に子どもの情報を伝える際、伝え方によって、学

校側の受け止めや対応が異なるため、特に特別な支援が必要な子どもについ

ては、下記の対応例２のように、状況と対応を丁寧に伝えることが必要であ

る。 

なお、要録への記載が困難な場合は、別途情報を補足する工夫（電話連絡や

訪問など）を行うことで、顔の見える関係性の構築にもつながる。 

 

（例）ときどきパニックになる子どもについて伝える場合 
 保育所等  小学校の対応 

対応例１ 
「ときどきパニックになるので注
意が必要です」 

 この情報だけでは、何をどの
ようにすればいいのかわから
ず対応が遅れる。 

対応例２ 

パニックになったときの様子や対
応を伝える 
 
【どんなふうになるか】 
 急に暴れる、とび出す。 
 
【どんなときにおこるか】 
・予定が急に変わったとき 
・何をしていいかわからないとき 
 
【どんな対応をするとパニックを 
 防げるか、落ち着くか】 
・予定を先に知らせておく。 
・できるだけ予定の変更をしな
い。 

・個別に指示をする。 
・パニックになったら、職員室で 
 クールダウンすると落ち着く。 

 ・予定が視覚的にわかるよう
にする。 

・予定の変更があったとき
は、先に個別に伝える。 

・教師が話しながら、本人の
反応を見る（場合によって
は、個別の支援）。 

・すぐに対応できるように席
を前にする。 

・パニックになったときのク
ールダウンの場所を本人と
確認し、決める。 

 

 

（参考：令和４年度幼小接続地区別合同研修会資料) 
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オ．情報連携の事例（個別の配慮の伝え方） 

 

子どもの特性に応じて、個別具体の配慮について詳細に伝えることが求めら

れる場合もある。 

例えば、保育所から配慮が必要と聞いていた子どもについて、鍵盤ハーモニ

カにシールを貼ったが、集中できず離席しがちだったため、保育所にあらため

て確認し、同じ音階に同じ色のシールを貼るようにしたところ、離席すること

なく集中して授業を受けられるようになった事例がある（下図参照）。 

 

 

 

 

 

カ．環境整備の事例 

 

  保育所等においては、下記の「声のものさし」のように、さまざまな視覚媒

体を活用しているが、各施設によって媒体が異なることにより、子どもが混乱

を生じることがある。施設間で情報交換を行い、同じ図を使用するよう配慮

することが望ましい。また、校区内の保育所等と小学校等での統一も検討する

ことが望まれる。 

 

●「声のものさし」の例 

（同じ段階、同じ動物で統一することがポイント） 
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（６）個人情報への配慮 

 

関係機関同士の情報連携にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15

年法律第57号）の観点から、情報のやりとりを躊躇する場合もあると思われる。 

トラブルを避けるためにも、基本的には保護者との関係性を構築し、根気強く

保護者の同意を得るよう努めることが必要である。 

一方、個人情報の保護に関する法律では「法令に基づく場合」や「児童の健全

な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき」等においては、同意なく個人情報を第三者に提供できるとさ

れている。 

 

①第三者へ情報提供できる例及び留意事項 

 

ア．保育所保育指針に基づく場合 

 

保育所保育指針第２章４（２）イでは「保育所保育において育まれた資質・能

力を踏まえ、小学校教育が円滑に行われるよう、小学校教師との意見交換や合同

の研究の機会を設け、第１章の４の（２）に示す『幼児期の終わりまでに育って

ほしい姿』を共有するなど連携を図り、保育所保育と小学校教育との円滑な接続

を図るよう努めること」とされており、例えば、発達や家庭環境が気になる支援

が必要な子どもについて、就学後の学校生活に早期に馴染めるよう、保育所等

職員が小学校に保育所等での様子や対応を情報提供する場合も良いとされる。 

 

イ．「放課後児童クラブガイドラインについて」に基づく場合 

 

「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成１９年１０月１９日付け雇

児発第 1019001 号通達）の８．学校との連携では、「学校との連携を積極的に図

ること。なお、学校との情報交換に当たっては、個人情報の保護や秘密の保持に

十分な配慮を行うこと」について明記されており、放課後児童クラブと小学校で

子どもの様子を共有することも良いとされる。 

 

ウ．児童虐待の防止等に関する法律に基づく場合 

 

児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第 13 条の４に基づ

く場合も「法令に基づく場合」として、情報提供してよいとされている。当該規

定について、「学校、保育所、認定こども園及び許可外保育施設等から市町村又
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は児童相談所への定期的な情報提供について」（平成 31 年２月 28 日付け府子本

第 190 号・30 文科初第 1618 号・子発 0228 第３号・障発 0228 第３号内閣府子ど

も・子育て本部統括官、文部科学省総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育

局長、文部科学省高等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・

援護局障害保健福祉部長連名通知）においては、法令に定めがあるときであって

も、幼児児童生徒等、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に

侵害することのないよう十分な配慮の下、必要な限度で行わなければならない

ことに留意することとされている。 

 

②個人情報の取扱いにかかる法的整理 

 

上記を踏まえ、県が令和４年６月２７日に開催した「第１回こどもに対する

切れ目ない支援のための研修会～母子保健・児童福祉・教育等の連携に向けて

～」における講演資料からポイントとなる部分を抜粋して、下記に整理した。 

 

演題：関係機関との連携における個人情報の取り扱いについて 

講師：大分県弁護士会 弁護士（子どもの権利委員会所属） 楠本敏行氏 

 

１ 本人同意がなくても、法令に基づく場合は、第三者へ情報提供できる。 

 ただし、法令の解釈にもよるので、①目的の正当性、②必要性を常に意識して

おくべき。 

    ex ・保育所保育指針に基づき、発達や家庭環境が気になる支援が必要な

子どもについて、就学後の学校生活に早期に馴染めるよう、保育所等

職員が小学校に保育所等での様子や対応を情報提供する場合 

・「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成１９年１０月１９ 

日付け雇児発第 1019001 号通達）に基づき、放課後児童クラブと小学 

校で子どもの様子を共有する場合 

２ 児童の健全育成推進に特に必要で、本人同意を得ることが困難な場合は、本

人同意なく第三者へ情報提供してよい。 

    ex ・児童の非行防止のための連携 

・不登校や不良行為など児童生徒の問題行動について、児童相談所、 

学校、医療機関などの関係機関が連携して対応する際に、当該関係 

機関等の間で問題行動に係る児童生徒の情報を交換する場合 

３ 複数の機関が、それぞれの機関の目的に応じて情報共有することは、各機関

の設置目的等に照らして、目的の正当性、必要性を満たせば、法令に基づくも

のと判断してよいと思われる。 
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 ※留意事項 

 １ 文書に残したものは、情報公開の対象になりうることを意識する。 

 ２ トラブルを避けるには、文書には、具体的な事実を書く。 

（参考条文） 

○個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57 号） 

（第三者提供の制限） 

第 27 条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意

を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を

得ることが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であ

って、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることに

より当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ

の提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき（個人の権利利益

を不当に侵害するおそれがある場合を除く。）。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データ

を学術研究目的で提供する必要があるとき（当該個人データを提供する目的の一部

が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く。）（当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場

合に限る。）。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データ

を学術研究目的で取り扱う必要があるとき（当該個人データを取り扱う目的の一部

が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く。）。 

 

○児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号） 

（資料又は情報の提供） 

第 13 条の４ 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童

の医療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、

歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童

の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置す
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る福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身

の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、そ

の保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資料

又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童相談

所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、

利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただし、当

該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その保護者

その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる

ときは、この限りでない。 
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本参考資料における最新の情報については、目次に掲載する 
関係部署に確認していただくようお願いします。 
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町

村

相
談

支
援

窓
口

児
童

相
談

所

認
定

こ
ど

も
園

・
幼

稚
園

・
保

育
所

20
19

年
改

「
ヘ

ル
シ

ー
ス

タ
ー

ト
お

お
い

た
」が

め
ざ

す
も

の
「
ヘ

ル
シ

ー
ス

タ
ー

ト
お

お
い

た
」は

，
そ

の
名

称
が

示
す

よ
う

に
，

全
て

の
子

ど
も

が
健

や
か

な
出

生
を

迎
え

ら
れ

る
よ

う
に

，
妊

娠
期

か
ら

出
産

後
の

新
生

児
期

，
乳

幼
児

期
等

の
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

ご
と

に
，

母
子

が
受

け
ら

れ
る

医
療

や
保

健
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

を
体

系
的

に
整

理
し

，
全

て
の

妊
婦

に
つ

い
て

，
母

子
健

康
手

帳
交

付
の

時
点

か
ら

，
各

ス
テ

ー
ジ

に
お

い
て

，
誰

が
何

を
「
み

る
」
（
情

報
収

集
と

観
察

）
の

か
，

支
援

が
必

要
な

母
親

を
関

係
機

関
や

サ
ー

ビ
ス

に
ど

う
「
つ

な
ぐ

」
（
情

報
提

供
と

連
携

）
の

か
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

に
よ

り
，

医
療

・
保

健
・
福

祉
・
教

育
の

連
携

に
よ

る
「
地

域
母

子
保

健
・
育

児
支

援
シ

ス
テ

ム
」
を

構
築

し
よ

う
と

い
う

も
の

で
す

。

ヘ
ル

シ
ー

ス
タ

ー
ト

お
お

い
た
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１
．

事
業

の
目

的

生
後

４
か

月
ま

で
の

乳
児

の
い

る
す

べ
て

の
家

庭
を

訪
問

し
、

様
々

な
不

安
や

悩
み

を
聞

き
、

子
育

て
支

援
に

関
す

る
情

報
提

供
等

を
行

う
と

と
も

に
、

親
子

の
心

身
の

状
況

や
養

育
環

境
等

の
把

握
や

助
言

を
行

い
、

支
援

が
必

要
な

家
庭

に
対

し
て

は
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ

な
げ

る
。

こ
の

よ
う

に
し

て
、

乳
児

の
い

る
家

庭
と

地
域

社
会

を
つ

な
ぐ

最
初

の
機

会
と

す
る

こ
と

に
よ

り
、

乳
児

家
庭

の
孤

立
化

を
防

ぎ
、

乳
児

の
健

全
な

育
成

環
境

の
確

保
を

図
る

も
の

で
あ

る
。

２
．

事
業

の
内

容
（
１

）
生

後
４

か
月

ま
で

の
乳

児
の

い
る

す
べ

て
の

家
庭

を
訪

問
し

、
下

記
の

支
援

を
行

う
。

①
育

児
等

に
関

す
る

様
々

な
不

安
や

悩
み

を
聞

き
、

相
談

に
応

じ
る

ほ
か

、
子

育
て

支
援

に
関

す
る

情
報

提
供

等
を

行
う

。

②
親

子
の

心
身

の
状

況
や

養
育

環
境

等
の

把
握

及
び

助
言

を
行

い
、

支
援

が
必

要
な

家
庭

に
対

し
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

提
供

に
つ

な
げ

る
。

（
２

）
訪

問
ス

タ
ッ

フ
に

は
、

愛
育

班
員

、
母

子
保

健
推

進
員

、
児

童
委

員
、

子
育

て
経

験
者

等
を

幅
広

く
登

用
す

る
。

（
３

）
訪

問
結

果
に

よ
り

支
援

が
必

要
と

判
断

さ
れ

た
家

庭
に

つ
い

て
、

適
宜

、
関

係
者

に
よ

る
ケ

ー
ス

会
議

を
行

い
、

養
育

支
援

訪
問

事
業

を
は

じ
め

と
し

た
適

切
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
に

つ
な

げ
る

。

３
．

実
施

主
体

市
町

村

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

（
こ

ん
に

ち
は

赤
ち

ゃ
ん

事
業

）

要 保 護 児 童 対 策 地 域 協 議 会

（ 虐 待 防 止 ネ ッ ト ワ ー ク ）
（
参

考
）
厚

生
労

働
省

作
成

資
料
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●
妊

娠
期

か
ら

就
学

前
の

お
子

さ
ん

が
い

る
家

庭
を

研
修

を
受

け
た

地
域

の
子

育
て

経
験

者
が

訪
問

●
週

に
１

回
２

時
間

程
度

定
期

的
に

訪
問

●
傾

聴
と

協
働

を
行

う
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
活

動
●

利
用

は
無

料
●

県
内

で
は

１
２

市
町

で
１

２
団

体
が

活
動

中
（
別

府
市

、
中

津
市

、
日

田
市

、
佐

伯
市

、
臼

杵
市

、
竹

田
市

、
豊

後
高

田
市

、
杵

築
市

、
宇

佐
市

、
豊

後
大

野
市

、
日

出
町

、
玖

珠
町

）

ホ
ー

ム
ス

タ
ー

ト
と

は

ホ
ー

ム
ス

タ
ー

ト
利

用
の

流
れ

１
電

話
か

メ
ー

ル
で

問
い

合
わ

せ
２

調
整

役
（
オ

ー
ガ

ナ
イ

ザ
ー

）
が

訪
問

３
調

整
役

（
オ

ー
ガ

ナ
イ

ザ
ー

）
と

訪
問

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

が
一

緒
に

訪
問

４
訪

問
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
が

１
回

２
時

間
、

４
回

程
度

訪
問

５
調

整
役

（
オ

ー
ガ

ナ
イ

ザ
ー

）
が

再
び

訪
問

し
、

一
緒

に
活

動
内

容
を

振
り

返
る

家
庭

訪
問

型
子

育
て

支
援

「
ホ

ー
ム

ス
タ

ー
ト

」
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社
会
福
祉
法
人
三
重
福

祉
会

（
豊
後
大
野
市
三
重

町
）

す
が
お
こ
ど
も
園
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
「
や
し

の
実
ひ
ろ
ば
」
を
運
営
。
平
成
2
0
年
か
ら
国
内
で

も
先
進
的
に
Ｈ
Ｓ
事
業
を
始
め
る

N
P
O法

人
ア
ン
ジ
ュ
・
マ

マ
ン

（
豊
後
高
田
市

）

豊
後
高
田
市
で
唯
一
の
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

「
花
っ
こ
ル
ー
ム
」
な
ど
の
事
業
を
行
う
。
Ｈ
Ｓ
は

平
成
2
3
年
1
2
月
か
ら
活
動
を
始
め
、
平
成
2
4
年
度

か
ら
市
の
委
託
事
業
と
し
て
実
施

社
会
福
祉
法
人
愛
育
福

祉
会

（
宇
佐
市

）

豊
川
こ
ど
も
園
を
運
営
。
平
成
2
4
年
7
月
か
ら
市
の

委
託
事
業
で
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
を
始
め
、
Ｈ
Ｓ

事
業
を
実
施
。
（
H
2
4
立
ち
上
げ
）

N
P
O法

人
こ
ど
も
サ
ポ
ー

ト に
っ
こ
・
に
こ

（
杵
築
市
山
香
町

）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
「
ト
ト
ロ
ク
ラ
ブ
」
を
運
営
。
地
域

の
人
々
が
集
ま
る
「
児
童
館
事
業
」
を
目
指
す
。
「
気
に

な
る
家
庭
」
へ
の
支
援
の
必
要
性
を
認
識
。
（
H
2
4
立
ち

上
げ
）

日
出
町
社
会
福
祉
協
議

会 （
日
出
町

）

日
出
町
児
童
館
を
運
営
。
児
童
館
館
長
が
地
域
の
母
親
ク

ラ
ブ
「
カ
レ
イ
な
る
日
出
町
母
親
ク
ラ
ブ
ら
ん
ら
ん
」
と

連
携
し
て
福
祉
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
活
動
に
取
り
組
む
な
ど
積

極
的
。
（
H
2
4
立
ち
上
げ
）

に
じ
の
ひ
ろ
ば

運
営
委

員
会

（
別
府
市

）

平
成
2
3
年
7
月
に
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
「
に
じ
の

ひ
ろ
ば
」
を
開
設
。
施
設
長
は
、
元
別
府
市
家
庭
児
童
相

談
員
（
H
2
4
立
ち
上
げ
）

社
会
福
祉
法
人
如
水
福

祉
会

（
中
津
市

）

如
水
保
育
園
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
「
な
ず
な
」

を
運
営
。
「
プ
レ
マ
マ
プ
レ
パ
パ
ス
ク
ー
ル
」
に
積

極
的
に
取
り
組
む
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の
必
要
性
を
認

識
。
（
H
2
5
立
ち
上
げ
）

Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
夢
苞

（
ゆ

め
つ
と

）
（
竹
田
市

）

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
「
竹
田
っ
子
す
こ
や
か
広

場
」
を
運
営
。
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
訪
問
介
護
事

業
所
等
も
実
施
。
（
H
2
5
立
ち
上
げ
）

社
会
福
祉
法
人
法
輪
学

園 （
日
田
市

）

日
田
市
か
ら
、
こ
ど
も
園
る
ん
び
に
い
が
ホ
ー
ム
ス

タ
ー
ト
事
業
を
受
託
実
施
。
（
H
2
7
立
ち
上
げ
）

社
会
福
祉
法
人
熊
崎
福

祉
会

（
臼
杵
市

）

す
み
れ
保
育
園
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
地
域
子
育

て
支
援
拠
点
を
運
営
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
受
入
れ
、
地

域
交
流
に
積
極
的
に
取
り
組
む
。
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
の

必
要
性
を
認
識
。
（
H
2
6
立
ち
上
げ
）

社
会
福
祉
法
人
子

ど
も

未
来

ネ
ッ
ト

弥
生

（
佐
伯
市

）

や
よ
い
保
育
園
、
に
じ
い
ろ
こ
ど
も
園
、
地
域
子
育

て
支
援
拠
点
「
佐
伯
市
弥
生
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
」
を
運
営
。
児
童
館
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を

運
営
。
（
H
2
7
立
ち
上
げ
）

社
会
福
祉
法
人
睦
福
祉

会 （
玖
珠
町

）

く
る
み
夢
愛
児
園
、
く
る
み
の
森
愛
児
園
、
地
域
子

育
て
支
援
拠
点
「
い
ち
ご
の
き
も
ち
」
を
運
営
。
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
や
送
迎
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
も
実
施
。

（
H
2
7
立
ち
上
げ
）

H
S
ア
ン
ジ
ュ
（
豊
後
高
田
市
）

H
S
や
し
の
実
（
豊
後
大
野
市
三
重

町
）

・
・
・
Ｈ

Ｓ
実

施
済

み
団

体
（
１

２
か

所
）

令
和

４
年

度
ホ

ー
ム

ス
タ

ー
ト

（家
庭

訪
問

型
子

育
て

支
援

）
取

組
団

体
（R

4.
10

現
在

）

H
S
に
っ
こ
・
に
こ
（
杵
築
市
山
香
町
）

H
S
ひ
じ
（
日
出
町
）

H
S
に
じ
の
ひ
ろ
ば
（
別
府
市
）

H
S
と
よ
か
わ
（
宇
佐
市
）

H
S
夢
と
ん
ぼ
（
竹
田
市
）

H
S
な
ず
な
（
中
津
市
）

H
S
う
す
き
（
臼
杵
市
）

H
S
ふ
れ
み
ら
さ
い
き
（
佐
伯

市
）

H
S
い
ち
ご
の
き
も
ち
（
玖
珠

町
）

H
S
ヒ
タ
（
日
田
市
）
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訪
問

型
子

育
て

支
援

事
業

（
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
）

養
育

支
援

訪
問

事
業

（
対

象
：
要

保
護

家
庭

）

訪
問

指
導

（
保

健
師

）
（
対

象
：
要

支
援

家
庭

）

ホ
ー

ム
ス

タ
ー

ト
（
家

庭
訪

問
型

子
育

て
支

援
）

（
対

象
：
気

に
な

る
子

育
て

家
庭

）

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

（
こ

ん
に

ち
は

赤
ち

ゃ
ん

訪
問

事
業

）

拠
点

型
子

育
て

支
援

事
業

（
一

般
的

支
援

：
ポ

ピ
ュ

レ
ー

シ
ョ

ン
・
ア

プ
ロ

ー
チ

）

乳
幼

児
健

診
主

任
児

童
委

員

訪
問

型
支

援
と

拠
点

型
支

援
の

連
携

（
例

）
・
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
時

に
、

拠
点

型
支

援
を

紹
介

・
拠

点
型

支
援

の
中

で
、

一
定

の
支

援
が

必
要

な
家

庭
を

訪
問

型
支

援
に

つ
な

ぐ
・
訪

問
型

支
援

の
終

結
し

た
家

庭
を

拠
点

型
支

援
に

つ
な

ぐ
等

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

（
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

対
象

家
庭

イ
エ

ロ
ー

ゾ
ー

ン
（
軽

度
の

子
育

て
困

難
家

庭
）

レ
ッ

ド
ゾ

ー
ン

（
重

度
の

子
育

て
困

難
家

庭
）

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
（
一

般
型

）

ヘ
ル

シ
ー

ス
タ

ー
ト

お
お

い
た

（
地

域
母

子
保

健
・
育

児
支

援
シ

ス
テ

ム
）

ペ
リ

ネ
イ

タ
ル

ビ
ジ

ッ
ト

事
業

（
妊

娠
28

週
～

産
後

56
日

ま
で

の
親

子
）

グ
レ

ー
ゾ

ー
ン

（
高

ス
ト

レ
ス

家
庭

）

ホ
ワ

イ
ト

ゾ
ー

ン
（
一

般
家

庭
）

愛
育

班
員

母
子

保
健

推
進

員

対
象

：
全

戸
家

庭

ハ イ リ ス ク ・ ア プ ロ ー チ

家
庭

相
談

員

対
象

：
全

戸
家

庭

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
保

育
所

幼
稚

園
児

童
館

子
育

て
サ

ロ
ン

等

-
5
9
-
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市
町

村
子

育
て

家
庭

妊
婦

や
未

就
学

児
の

い
る

ひ
き

こ
も

り
が

ち
な

「
気

に
な

る
家

庭
」

ホ
ー

ム
ビ

ジ
タ

ー
（
無

償
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
）

家
庭

訪
問

型
子

育
て

支
援

（
ホ

ー
ム

ス
タ

ー
ト

）
の

流
れ

母
子

保
健

・
こ

ん
に

ち
は

赤
ち

ゃ
ん

訪
問

・
乳

幼
児

健
診

等

子
育

て
支

援
・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

・
家

庭
相

談
窓

口
等

地
域

の
子

育
て

資
源

へ
の

つ
な

が
り

・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

・
フ

ァ
ミ

リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・

セ
ン

タ
ー

・
一

時
預

か
り

等
の

利
用

初
回

訪
問

（
ア

セ
ス

メ
ン

ト
）

（
支

援
内

容
の

決
定

）
（
ビ

ジ
タ

ー
の

マ
ッ

チ
ン

グ
）

ホ
ー

ム
ビ

ジ
タ

ー
同

行
紹

介
訪

問
初

回
訪

問

定
期

訪
問

（
4回

）
（
週

1回
、

2H
程

度
）

最
終

訪
問

（
評

価
）

紹
介

（
チ

ラ
シ

等
）

申
込

み
家

庭
の

状
況

・
要

望
に

あ
わ

せ
た

支
援

「
傾

聴
と

協
働

」
・
親

の
話

に
耳

を
傾

け
る

。
・
育

児
や

家
事

を
一

緒
に

行
う

。
等

の
活

動

・
親

の
心

の
安

定
・
地

域
へ

踏
み

だ
し

他
の

支
援

や
地

域
の

人
々

と
つ

な
が

る
き

っ
か

け
づ

く
り

等

（
8日

間
の

ビ
ジ

タ
ー

研
修

を
受

講
し

た
子

育
て

経
験

者
）

虐
待

の
第

一
次

予
防

的
取

組

（
１

ク
ー

ル
）

（
訪

問
継

続
）

（
多

胎
児

家
庭

・
外

国
人

家
庭

等
含

む
）

（
訪

問
終

了
）（

ホ
ー

ム
ス

タ
ー

ト
組

織
“
ス

キ
ー

ム
”
）

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

訪
問

申
込

み

オ
ー

ガ
ナ

イ
ザ

ー
（
活

動
の

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

）
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地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

令
和
５
年
度
当
初
予
算
（
案
）
１
，
９
２
０
億
円
の
内
数
（
１
，
８
０
０
億
円
の
内
数
）

（
 

ども
・ 

育
て

 
援

交
付

 
（

こど
も

家
庭

庁
）

及
び

重
層

的
 

援
体

制
整

備
事

業
交

付
 

（
厚

 
労

働
省

）
）

１
．

施
策

の
目

的

・
３

歳
未

満
児

の
約

６
 

７
割

は
家

庭
で

子
育

て
・

核
家

族
化

、
地

域
の

つ
な

が
り

の
希

薄
化

・
自

分
の

生
ま

れ
育

っ
た

地
域

以
外

で
の

子
育

て
の

増
加

・
男

性
の

子
育

て
へ

の
関

わ
り

が
少

な
い

・
児

童
数

の
減

少

子
育
て
中
の
親
子
が
気
軽
に
集
い
、

相
互
交
流
や
子
育
て
の
不
安
・
悩
み

を
相
談
で
き
る

場
を
提
供

背
景

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
設
置

・
子

育
て

が
孤

立
化

し
、

子
育

て
の

不
安

感
、

負
担

感
・

子
ど

も
の

多
様

な
大

人
・

子
ど

も
と

の
関

わ
り

の
減

・
地

域
や

必
要

な
支

援
と

つ
な

が
ら

な
い

課
題

２
．

施
策

の
内

容
３

．
実

施
主

体
等

①
子
育
て
親
子
の
交
流
の
場
の
提
供
と
交
流
の
促
進

②
子
育
て
等
に
関
す
る
相
談
、
援
助
の
実
施

③
地
域
の
子
育
て
関
連
情
報
の
提
供

④
子
育
て
及
び
子
育
て
支
援
に
関
す
る
講
習
等
の
実
施

４
つ
の
基
本
事
業

○
更

な
る

展
開

と
し

て
・

地
域

の
子

育
て

支
援

活
動

の
展

開
を

図
る

た
め

の
取

組
（

一
時

預
か

り
等

）
・

地
域

に
出

向
き

、
出

張
ひ

ろ
ば

を
開

設
・

高
齢

者
等

の
多

様
な

世
代

と
の

交
流

、
伝

統
文

化
や

習
慣

・
行

事
の

実
施

等

、
公

共
施

設
や

保
育

所
、

児
童

館
等

の
地
域
の

身
近
な
場
所
で
、
乳

幼
児
の
い
る
子
育
て

中
の
親
子
の
交
流

や
育

児
相

談
、

情
報

提
供
等
を
実
施

Ｎ
Ｐ

Ｏ
な

ど
多

様
な

主
体

の
参

画
に

よ
る

地
域

の
支

え
合

い
、

子
育

て
中

の
当

事
者

に
よ

る
支

え
合

い
に

よ
り

、
地
域
の
子
育

て
力
を
向
上

○
一
般
型

公
共
施
設
、

空
き

店
舗

、
保
育
所
等

に
常
設

の
地
域

の
子
育

て
拠
点

を
設

け
、

地
域
の
子
育
て
支
援
機
能
の
充
実
を
図
る
取
組
を
実
施

○
連
携
型

児
童
館
等

の
児
童
福
祉
施
設
等

多
様

な
子
育

て
支
援

に
関

す
る

施
設

に
親
子

が
集
う
場
を
設
け
、
子
育
て
支
援
の
た
め
の
取
組
を
実
施

○
実

施
主

体
市

町
村

（
特

別
区

を
含

む
）

○
負

担
割

合
国

（
１
/
３
）
、
都

道
府

県
（

１
/
３

）
、
市

町
村

（
１
/
３
）

○
主

な
補

助
単

価
（
令

和
５
年

度
予

算
案

）
【
基

本
事

業
】
一

般
型

8
,6

3
9
千

円
（
５
日

型
、
常

勤
職

員
を

配
置

の
場

合
）

連
携

型
3
,1

9
2
千

円
（
５
～

７
日

型
の

場
合

）

※
 開

設
日

数
、
勤

務
形

態
に

よ
り
単

価
が

異
な

る

【
加

算
事

業
】
子

育
て

支
援

活
動

の
展

開
を

図
る

取
組

（
一

時
預

か
り
等

）

3
,3

0
2
千

円
（
一

般
型

（
５
日

型
）
で

実
施

し
た

場
合

）

地
域

支
援

加
算

1
,5

5
3
千

円
特

別
支

援
対

応
加

算
1
,0

8
5
千

円
育

児
参

加
促

進
講

習
休

日
実

施
加

算
4
1
2
千

円
※

 こ
の

他
、
出

張
ひ

ろ
ば

等
の

実
施

に
よ

り
単

価
が

異
な

る

【
開

設
準

備
経

費
】
（１

）改
修

費
等

4
,0

0
0
千

円
（
２
）
礼

金
及

び
賃

借
料

（開
設

前
月

分
）

6
0
0
千

円

○
実

施
か

所
数

の
推

移
（
単

位
：
か

所
数

）

H
2
9
年

度
H
3
0
年

度
R
1
年

度
R
2
年

度
R
3
年

度

7
,2

5
9

7
,4

3
1

7
,5

7
8

7
,7

3
5

7
,8

5
6
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1歳
6か

月
健

診
及

び
3歳

児
健

診
の

結
果

、
精

神
発

達
、

情
緒

・
行

動
上

の
問

題
が

疑
わ

れ
、

よ
り

精
密

な
検

査
が

必
要

な
幼

児
を

対
象

に
、

精
神

発
達

上
の

問
題

を
発

見
し

、
療

養
上

の
指

導
を

行
う

。

乳
幼

児
健

康
診

査
等

の
結

果
、

精
密

健
康

診
査

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
乳

幼
児

に
つ

い
て

、
専

門
の

医
療

機
関

等
に

お
い

て
精

密
健

康
診

査
を

行
い

、
そ

の
結

果
、

異
常

等
が

認
め

ら
れ

た
と

き
は

、
医

学
的

治
療

へ
移

行
し

、
早

期
に

回
復

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

乳
幼

児
健

康
診

査
（

1歳
６

か
月

児
健

診
・
３

歳
児

健
診

）
、

発
達

相
談

・
乳

幼
児

精
密

健
康

診
査

発
達

相
談

乳
幼

児
精

密
健

康
診

査
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５
歳
児

は
、
日

常
生
活

上
で
の

基
本
的

な
習
慣

が
ほ
と

ん
ど
自

立
し
、

自
分
自

身
で
で

き
る
よ

う
に
な

る
と
と

も
に
、

友
だ
ち

遊
び
や

集
団
生

活
等
を

通
じ
て

、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン
や

社
会
的

な
ル
ー

ル
を
学

ぶ
た
め

に
大
切

な
時
期

で
も
あ

る
。
経

験
や
知

識
を
系

統
的
に

ま
と
め

、
活
用

し
始
め

る
こ
の

時
期
に

実
施
す

る
５
歳

児
健
診

等
へ
専

門
医
を

派
遣

し
、
軽

度
発
達

障
が
い

を
発
見

し
、
円

滑
な
就

学
に
向

け
た
適

切
な
支

援
を
実

施
す
る

。

目
的

市
町
村

が
３
歳

児
健
診

と
就
学

時
健
診

の
間
に

実
施
す

る
５
歳

児
健
診

等
へ
発

達
障
が

い
の
専

門
医
を

派
遣
し

、
早
期

発
見
及

び
保
護

者
の
受

容
を
促

し
支
援

に
繋
げ

る
。

●
委

託
先
：

（
福
）

別
府
発

達
医
療

セ
ン
タ

ー
●
専

門
医
：

別
府
発

達
医
療

セ
ン
タ

ー
の
医

師
等

●
派

遣
先
：

県
内
１

３
市
町

村
（
中
津
市
、
日
田
市
、
佐
伯
市
、
津
久
見
市
、
竹
田
市
、
杵
築
市
、
宇
佐
市
、
豊
後
大
野
市
、
由
布
市
、
国
東
市
、
姫
島
村
、
九
重
町
、
玖
珠
町
）

※
臼
杵
市
、
豊
後
高
田
市
、
日
出
町
は
独
自
実
施

●
派
遣
回
数
：

年
間
３

５
回

内
容

平
成
２

４
年
度

か
ら
実

施
し
て

お
り
、

３
歳
児

健
診
で

判
別
の

難
し
い

注
意
欠

陥
・
多

動
性
障

が
い

(A
D
HD
)や

広
汎
性

発
達
障

が
い

(P
D
D)
を

５
歳
児
健

診
で
診

察
し
て

き
た
。

（
Ｈ
２

３
以
前

実
施
：

中
津
市

、
日
田

市
、
津

久
見
市

、
竹
田

市
、
宇

佐
市
）

●
専
門

医
の
診

察
に
よ

り
、
保

護
者
の

障
が
い

の
受
容

が
進
み

や
す
く

な
っ
た

●
子
ど

も
の
発

達
や
就

学
の
悩

み
を
相

談
す
る

機
会
と

な
り
、

保
護
者

の
不
安

軽
減
に

繋
が
っ

た

〈
年
度
別

実
施
状

況
の
推

移
〉

実
績

年
度

Ｈ
２
４

Ｈ
２
５

Ｈ
２
６

Ｈ
２
７

Ｈ
２
８

Ｈ
２
９

Ｈ
３
０

Ｒ
１

Ｒ
２

Ｒ
３

市
町
村
数

７
９

１
０

１
０

１
０

１
０

１
０

１
０

１
０

１
１

派
遣
回
数

２
５

４
２

５
１

４
６

４
８

４
５

４
４

４
３

４
３

３
０

診
察
人
数

７
４

１
２
４

１
６
６

１
５
７

１
５
８

１
３
７

１
３
６

１
５
４

１
２
６

１
０
２

【
県
の
取
組
】
発
達
障
が

い
児
地
域
支
援
体
制
整
備
事
業

（
健
診
等
へ
の
専
門
医
派
遣
）
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在
宅

の
重
症
心
身
障
が
い
児
(
者
)
、
知
的
障
が

い
児
(者

)
、

身
体

障
が
い

児
(
者
)、

そ
の

他
療

育
が
必

要
と
認
め
ら
れ
る
障
が
い
児
等
(以

下
｢
在
宅
障
が
い
児

(
者

)
｣
)
の
地
域
に
お
け
る
生
活
を
支
え
る
た
め
、

身
近
な
地

域
で

療
育

等
が
受

け
ら
れ
る

体
制

を
整

備
す
る
。

●
対

象
者
：
大
分
市
を
除
く
県
内
の
市

町
村

に
居
住
し

、
且

つ
障

害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

、
障

害
児

通
所
支
援

等
の
受
給
者
証
を
所
持
し

な
い

在
宅
障
が

い
児

(者
)

●
委

託
先
：
障
が
い
児
(
者
)
施
設
を
運
営
す

る
社
会
福

祉
法

人
●

実
施
内
容
：

こ
の

事
業
に
よ
り
、
在
宅
障
が
い
児
者
の
保

護
者

へ
の
支
援

や
施

設
に

お
け
る

関
わ
り
方

の
助

言
等

を
実
施
し
た
。

〈
支

援
実
績
〉

①
巡
回
療
育
支
援
事
業

療
育
に
関
す
る
相
談
・
指
導
を
行
う
医
師
、
看
護
師
、
Ｏ
Ｔ
、
Ｓ
Ｔ
、
保
育
士
等
で
編
成
さ

れ
た
支
援
チ
ー
ム
が
保
健
所
等
を
巡
回
し
、
在
宅
障
が
い
児
や
家
族
に
対
し
て
支
援
を
行
う

②
訪
問
支
援
事
業

在
宅
障
が
い
児
(者

)の
家
庭
等
を
定
期
的
若
し
く
は
随
時
訪
問
し
､在

宅
障
が
い
児
(者

)や
そ
の
家
族
等
へ
の
支
援
を
行
う

③
外
来
療
育
等
支
援
事
業

在
宅
障
が
い
児
(者

)及
び
保
護
者
に
対
し
､外

来
の
方
法
に
よ
り
､療

育
等
の
支
援
を
行
う

④
施
設
支
援
事
業

障
害
児
通
所
支
援
事
業
所
､障

が
い
児
保
育
を
行
う
保
育
所
､幼

稚
園
等
の
職
員
に
対
し
､在

宅
障
が
い
児
(者

)の
療
育
に
関
す
る
技
術
指
導
を
行
う

⑤
拠
点
施
設
専
門
職
員
派
遣

事
業

拠
点
施
設
が
保
育
所
、
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
の
要
請
に
応
じ
て
、

障
が
い
児
（
者
）
等
の
療
育
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
持
っ
た
作
業
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士

を
派
遣
し
、
保
育
所
等
で
の
生
活
を
通
じ
た
児
童
の
発
達
の
促
し
方
、
関
わ
り
方
な
ど
、
在

宅
障
が
い
児
の
療
育
に
関
す
る
専
門
的
技
術
指
導
を
行
う

年
度

Ｈ
２
５

Ｈ
２
６

Ｈ
２
７

Ｈ
２
８

Ｈ
２
９

Ｈ
３
０

Ｒ
１

Ｒ
２

Ｒ
３

①
巡
回

３
０
４

３
２
１

２
７
２

２
７
５

２
８
３

３
０
９

２
８
３

２
５
１

１
８
８

②
訪
問

４
３
０

４
９
０

４
０
１

３
５
１

３
９
５

２
７
８

１
５
３

２
８
２

１
５
１

③
外
来

２
，
４
８
５

２
，
４
６
６

２
，
５
３
５

２
，
６
０
０

２
，
６
９
１

２
，
４
７
５

２
，
２
５
２

１
，
２
３
０

１
，
０
９
３

④
施
設

２
６
５

２
５
７

２
１
８

２
３
５

２
０
８

２
２
８

６
０

５
６

４
９

⑤
専
門

２
２

２
２

２
２

２
４
３

３
９

法
人

名
実
施
事
業

(福
)別

府
発
達
医
療
セ
ン
タ
ー

①
②
③
④
⑤

(福
)直

心
会

①
②
③
④

(福
)す

ぎ
の
こ
村

②
③
④

(福
)大

分
県
社
会
福
祉
事
業
団

②
③
④

(福
)み

ず
ほ
厚
生
セ
ン
タ
ー

②
③
④

(福
)紫

雲
会

②
③
④

(福
)聖

母
の
騎
士
会

①
②
③
④

事
業
内
容
(Ｈ
２
～
)

成
果

※
別
発
を
拠
点
施
設

そ
れ
以
外
の
事
業
所
を
支
援
施
設
と
い
う (単

位
：
人
)

【
県
の
取
組
】
障
が
い
児
等
地
域
療
育
等
支
援
事
業
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H
２
６
年
度
よ
り
開
始
。
現
在
、
幼
児
教
育
セ
ン
タ
ー
が
大
分
県
保
育
連
合
会
に
委
託
の
上
、
実
施
し
て
お
り
、
約
７
０
０
名
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
認
定
。

（県
内
の
約
7
割
の
施
設
に
従
事
）

【主
な

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム

】（
7

回
程

度
、
計

約
4

0
時

間
）

【主
な

講
師

陣
】
土
谷
修
（す
が
お
こ
ど
も
園
園
長
）、
五
十
嵐
猛
（
大
分
県
発
達
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー
イ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
長
）
、
松
田
順
子
（
東
九
州
短
期
大
学
名
誉
教

授
）、
飯
田
法
子
（大
分
大
学
福
祉
健
康
科
学
部
准
教
授
）、
越
智
芳
子
（別
府
発
達
医
療
セ
ン
タ
ー
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
ば
り
園
園
長
）

保
育

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

に
つ

い
て

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
や
幼
稚
園
に
お
い
て
、
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
（発
達
障
が
い
・被
虐
待
児
等
）や
家
庭
に
対
し
て
、
園
内
で
中
心
と
な
っ
て
支
援
に
取
り
組
み
、
必
要
に
応

じ
て
関
係
機
関
と
連
携
す
る
保
育
士
等
（大
分
県
独
自
の
取
組
）

保
育

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

と
は

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

が
求

め
ら

れ
る

背
景

０
～
５
歳
児
の
集
団
保
育
の
中
で
、
子
ど
も
の
発
達
の
プ
ロ
で
あ
る
保
育
士
が
勤
務

 
成
育
過
程
に
お
け
る
子
ど
も
の
発
育
・発
達
状
態
の
違
い
に
気
づ
く

気
づ
く
こ
と
が
出
来
て
も
・・
・

違
い
の
原
因
に
確
証
が
持
て
な
い
、
子
ど
も
・
家
庭
へ
の
支
援
方
法
が
分
か

ら
な
い
、
専
門
機
関
を
知
ら
な
い
、
連
携
方
法
が
分
か
ら
な
い
、

保
護
者
へ
の
報
告
・
説
明
が
難
し
い

等

養
成

研
修

＜
保
育
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
ス
テ
ッ
カ
ー
＞

■
講
義

・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
求
め
ら
れ
る
役
割

・
家
庭
支
援
論
（
家
庭
及
び
関
係
機
関
と
の
連
携
）

・
障
が
い
の
理
解
と
気
に
な
る
子
ど
も
へ
の
対
応
方
法

・
相
談
援
助
技
術
の
習
得

・
事
例
検
討

等

■
実
地
研
修

・
児
童
相
談
所

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

・
支
援
学
校

・
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

■
レ
ポ
ー
ト
作
成

・
各
講
義
の
終
わ
り
に
1
0
分
～
2
0
分
の
小
テ
ス
ト
を
実
施
。

・
第
７
回
研
修
終
了
後
に
、
8
0
0
字
～
1
0
0
0
字
以
内
の
レ
ポ
ー
ト
提
出

 
い
ず
れ
も
6
0
％
以
上
の
得
点
で
合
格

修
了
者
に
は
、
認
定
証
を
交
付

主
な

活
動

内
容

■
園

内
で

の
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
ト

●
子
ど
も
の
発
育
・
発
達
状
態
へ
の
気
づ
き

●
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
つ
い
て
の
保
育
会
議

■
家

庭
支

援
●
保
護
者
へ
の
適
切
な
報
告
・
説
明

●
保
護
者
か
ら
の
相
談
対
応

■
市

町
村

と
の

協
働

●
１
歳
６
ヶ
月
・
３
歳
児
健
診
で
の
観
察
等

■
専

門
機

関
と

の
連

携
●
虐
待
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
、
家
庭
児
童
相
談
員
、
児
童
相
談
所
等

●
発
達
障
が
い
・
・
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
、
保
健
師
、
支
援
学
校
等

●
貧
困
・・
・・
・
・
・
・
生
活
保
護
、
母
子
支
援
相
談
員
、
社
会
福
祉
協
議
会
等

●
孤
独
・・
・・
・
・
・
・
子
育
て
支
援
拠
点
、
子
育
て
サ
ー
ク
ル
等
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保
育

・
指

導
要

録
に

つ
い

て

各
施

設
種

別
に

お
け

る
要

録

施
設

保
育

所
幼

稚
園

認
定

こ
ど

も
園

名
称

保
育

所
児

童
保

育
要

録
指

導
要

録
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

園
児

指
導

要
録

定
義

保
育

所
と

小
学

校
と

の
連

携
を

確
保

す
る

と
い

う
観

点
か

ら
、
保

育
所

か
ら

小
学

校
に

送
付

す
る

子
ど

も
の

育
ち

を
支

え
る

た
め

の
資

料
（
平

成
3

0
年

３
月

3
0

日
子

保
発

0
3

3
0

第
２

号
「
保

育
所

保
育

指
針

の
適

用
に

際
し

て
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
）

幼
児

の
学

籍
並

び
に

指
導

の
過

程
及

び
そ

の
結

果
の

要
約

を
記

録
し

、
そ

の
後

の
指

導
及

び
外

部
に

対
す

る
証

明
等

に
役

立
た

せ
る

た
め

の
原

簿
と

な
る

も
の

（
平

成
3

0
年

3
月

3
0

日
付

け
２

９
文

科
初

第
１
８

１
４

号
「
幼

稚
園

及
び

特
別

支
援

学
校

幼
稚

部
に

お
け

る
指

導
要

録
の

改
善

に
つ

い
て

（
通

知
）
」
）

園
児

の
学

籍
並

び
に

指
導

の
過

程
及

び
そ

の
結

果
の

要
約

を
記

録
し

、
そ

の
後

の
指

導
及

び
外

部
に

対
す

る
証

明
等

に
役

立
た

せ
る

た
め

の
原

簿
と

な
る

も
の

（
平

成
3

0
年

３
月

３
０

日
付

け
「
幼

保
連

携
型

認
定

こ
ど

も
園

園
児

指
導

要
録

の
改

善
及

び
認

定
こ

ど
も

園
こ

ど
も

要
録

の
作

成
等

に
関

す
る

留
意

事
項

等
に

つ
い

て
（
通

知
）

」

根
拠

○
保

育
所

保
育

指
針

子
ど

も
に

関
す

る
情

報
共

有
に

関
し

て
、
保

育
所

に
入

所
し

て
い

る
子

ど
も

の
就

学
に

際
し

、
市

町
村

の
支

援
の

下
に

、
子

ど
も

の
育

ち
を

支
え

る
た

め
の

資
料

が
保

育
所

か
ら

小
学

校
へ

送
付

さ
れ

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。

○
学

校
教

育
法

施
行

規
則

第
2

4
 条

第
２

項
校

長
は

、
児

童
等

が
進

学
し

た
場

合
に

お
い

て
は

、
そ

の
作

成
に

係
る

当
該

児
童

等
の

指
導

要
録

の
抄

本
又

は
写

し
を

作
成

し
、
こ

れ
を

進
学

先
の

校
長

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

○
就

学
前

の
子

ど
も

に
関

す
る

教
育

、
保

育
等

の
総

合
的

な
提

供
の

推
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

第
３

０
条

第
２

項
園

長
は

、
園

児
が

進
学

し
た

場
合

に
お

い
て

は
、

そ
の

作
成

に
係

る
当

該
園

児
の

指
導

要
録

の
抄

本
又

は
写

し
を

作
成

し
、
こ

れ
を

進
学

先
の

校
長

に
送

付
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

【保
育

所
の

場
合

】
※

私
立

幼
稚

園
、
認

定
こ

ど
も

園
も

基
本

は
同

じ
＜

入
所

に
関

す
る

記
録

＞
1
.

児
童

の
氏

名
、
性

別
、
生

年
月

日
及

び
現

住
所

2
.

保
護

者
の

氏
名

及
び

現
住

所
3

.
児

童
の

保
育

期
間

（
入

所
及

び
卒

所
年

月
日

）
4

.
児

童
の

就
学

先
（
小

学
校

名
）

5
.

保
育

所
名

及
び

所
在

地
6

.
施

設
長

及
び

担
当

保
育

士
氏

名

＜
保

育
に

関
す

る
記

録
＞

1
.

最
終

年
度

の
重

点
（
全

体
的

な
計

画
に

基
づ

き
長

期
の

見
通

し
と

し
て

設
定

し
た

も
の

）
2

.
個

人
の

重
点

（
１
年

間
を

振
り

返
っ

て
、
子

ど
も

の
指

導
に

つ
い

て
特

に
重

視
し

て
き

た
点

）
3

.
保

育
の

展
開

と
子

ど
も

の
育

ち
（
各

領
域

の
ね

ら
い

の
視

点
に

お
い

て
向

上
が

著
し

い
と

思
わ

れ
る

も
の

、
就

学
後

の
指

導
に

必
要

と
考

え
ら

れ
る

配
慮

事
項

等
、

「
幼

児
期

の
終

わ
り

ま
で

に
育

っ
て

ほ
し

い
姿

」
を

ベ
ー

ス
に

指
導

の
過

程
と

育
ち

つ
つ

あ
る

姿
等

）
4

.
特

に
配

慮
す

べ
き

事
項

（
子

ど
も

の
健

康
の

状
況

等
）

記
載

事
項

個
人

情
報

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て

個
人

情
報

保
護

法
第

２
３

条
第

１
項

第
１
号

に
掲

げ
る

法
令

に
基

づ
く

場
合

に
該

当
す

る
た

め
、
第

三
者

提
供

に
つ

い
て

本
人

（
保

護
者

）
の

同
意

は
不

要
要

録
の

作
成

に
あ

た
っ

て
は

、
保

護
者

と
の

信
頼

関
係

を
基

盤
と

し
て

、
保

護
者

の
思

い
を

踏
ま

え
つ

つ
記

載
す

る
と

と
も

に
、
そ

の
送

付
に

つ
い

て
、

入
所

時
や

懇
談

会
等

を
通

し
て

、
保

護
者

に
周

知
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

（
平

成
3

0
 年

３
月

3
0

 日
「
保

育
所

保
育

指
針

の
適

用
に

際
し

て
の

留
意

事
項

に
つ

い
て

」
）

⇒
保

護
者

へ
の

配
慮

か
ら

書
け

な
い

事
項

も
あ

る
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幼
稚

園
幼

児
指

導
要

録 ５
歳

児
の

記
録

満
３

歳
児

の
記

録
３

歳
児

の
記

録
４

歳
児

の
記

録

幼
児

期
の

終
わ

り
ま

で
に

育
っ

て
ほ

し
い

姿
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幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
園

児
指

導
要

録
満

３
歳

児
の

記
録

３
歳

児
の

記
録

４
歳

児
の

記
録

５
歳

児
の

記
録

幼
児

期
の

終
わ

り
ま

で
に

育
っ

て
ほ

し
い

姿
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保
育

所
児

童
保

育
要

録
幼

児
期

の
終

わ
り

ま
で

に
育

っ
て

ほ
し

い
姿

５
歳

児
の

記
録
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＜校区幼保小連携推進に関わる進捗状況  段階表＞ 

 

段階名 幼児教育・保育施設 小学校 

第
１
段
階 

○幼児教育・保育施設は、学校施設を見学する。 

○指導要録の抄本又は写しを学校に送付・持参

する。 

○オープンスクール（学校公開日）等を周知する。 

○指導要録の抄本又は写しを受理する。 

○スタート・カリキュラムの編成をする。 

第
２
段
階 

○入学前に幼児教育・保育施設が、小学校に子ど

もの実態を伝える。 

○幼児教育・保育施設が小学校と教育・保育目

標、経営方針、行事、お便り等を交換し合う。 

◎校区幼保小連携推進協議会に参加する。 

○入学前に小学校が、幼児教育・保育施設から

子どもの実態を聞く。 

○小学校が幼児教育・保育施設と教育・保育目

標、経営方針、行事、お便り等を交換し合う。 

◎校区幼保小連携推進協議会を開催する。 

第
３
段
階 

○（アプローチ）カリキュラム等の編成をする。 

〇小学校の呼びかけに応じ、児童との交流に参加

する。（年間を通して１回は参加） 

・小学校行事への参加 

・体験交流活動に参加 

 

○交流を呼びかけ実施する。 

・小学校行事への招待（児童会活動等） 

・体験交流活動を実施（園児を授業へ招待等） 

第
４
段
階 

○連携に関する交流活動等を、年間指導計画に

位置付ける。（連携に関する計画表） 

○園児と児童の交流活動において、目的を共有し

ながら取組む。 

 

○連携に関する交流活動等を、年間指導計画に

位置付ける。 

○児童と園児の交流活動において、目的を共有し

実施する。互恵性ある交流活動を実施する。 

 

○教職員同士が、互いの保育・授業を見合う機会

等をもつ。 

○参観後、意見を交換し合う。 

 

○教職員同士が、互いの保育・授業を見合う機会

等をもつ。 

○参観後、意見を交換し合う。 

第
５
段
階 

○協議に参加する中で「幼児期の終わりまでに育

ってほしい姿」を共通認識する機会をもつ。 

 

○協議を実施するうえで、「幼児期の終わりまでに

育ってほしい姿」を共通認識する機会をもつ。 

 

○参観を通した学びや協議から、指導（援助・支

援）方法を工夫改善する。 

 

○参観を通した学びや協議から、指導方法を工夫

改善する。 

第
６
段
階 

○（アプローチ）カリキュラム等の再編成をする。

（時代背景を振り返りながら） 

○スタート・カリキュラムの再編成に関わる。 

 

○スタート・カリキュラムの再編成をする。 

・幼児教育・保育施設の意見を取り入れ編成する。 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を踏まえ

て指導を進める。 
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提言１ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

教職員 
（幼稚園教諭 

 
・保育教諭 

 
保育士等） 

 
 

 

 

 

教職員 

園児 
交  流 

＜視点３＞ 

・見合う機会を設ける等の工夫をする 

 

 

 

＜視点４＞ 

・「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を 

共有するための研修を行う 

「校区への提言」のイメージ図 

＜視点１＞ 

・体験活動の機会を設ける 

 

 

＜視点２＞ 

・教職員が目的を共有する 

 

互恵性ある活動の展開 

・教育的意義 

・指導方法 

見る視点の明確化 

・話し合いのテーマをしぼる 

（どんな力をつければいいのか） 

育ちと学びの相互理解 

保育・授業観察 

児童 

幼児教育・保育施設 小 学 校 

研修内容の充実・工夫に向けて 
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教職員 

 
幼児教育・保育

施設の保護者 

 
 

就学前園児の 

保護者 

 

 

 
 
 

小学校に児童が在

籍している保護者 

 

教職員 
 

 

 

小 学 校 

 

情報共有・意見交換 

 

安心な小学校生活のスタートに向けて 

幼児教育・保育施設 

 
 

情
報
共
有 

 

 

 

 

児童の保護者 

 

・園児の保護者に対して 

学校見学を働きかける 

 

・学級懇談会を活用する 

 

・園児の保護者に対して 
学校見学する機会を設ける 
 

・情報提供等の機会の確保に努める 

（入学説明会、健康診断等） 
 

保護者の不安軽減 

園児の期待を高める 
 

提言２ 
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就
学

前
か

ら
小

学
校

入
学

ま
で

の
流

れ
0～

4歳
5歳

6歳
（
就

学
前

）

適
宜

、
教

育
機

関
（
市

町
村

教
育

委
員

会
・
小

学
校

等
）
に

よ
る

保
育

所
等

へ
の

訪
問

◆ ５ 歳 児 健 診 ・ 相 談 会

◆ ３ 歳 児 健 診

◆ １ 歳 ６ ヶ 月 時 健 診

◆ 乳 児 健 診

市
町

村
の

教
育

委
員

会
市

町
村

の
母

子
保

健
担

当
課

※
上

記
健

診
に

つ
い

て
は

、
健

診
結

果
に

よ
っ

て
、

必
要

に
応

じ
精

密
検

査
を

受
診

※
は

、
令

和
３

年
６

月
文

部
科

学
省

初
等

中
等

教
育

局
特

別
支

援
教

育
課

「
障

害
の

あ
る

子
供

の
教

育
支

援
の

手
引

～
子

供
た

ち
一

人
一

人
の

教
育

的
ニ

ー
ズ

を
踏

ま
え

た
学

び
の

充
実

に
向

け
て

～
」
P

.3
7
4
よ

り
引

用

◆ 乳 児 全 戸 訪 問 事 業
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市
町
村
特
別
支
援
教
育
連
絡
協
議
会
（
４
月
、
９
月
）

大
分
県
特
別
支
援
連
携
協
議
会

・
雇
用
労
働
政
策
課
雇
用
推
進
班

・
障
害
福
祉
課
自
立
・
療
育
支
援
班

・
こ
ど
も
未
来
課
母
子
保
健
班

・
こ
ど
も
未
来
課
幼
児
教
育
・
保
育
班

・
医
療
政
策
課
医
務
班

各
市
町
村

教
育
委
員
会

（
保

育
所

、
認

定
こ

ど
も

園
、

公
私

立
幼

、
小

・
中

学
校

等
）

特
別
支
援
学
校
の
セ
ン
タ
ー
的
機
能

（
巡

回
相

談
、

専
門

家
チ

ー
ム

相
談

会
等

）

・
個

別
の

教
育
支
援
計
画
、
個
別

の
指
導
計
画
の
様
式
（
H
2
7
）

・
障
が
い
の
あ
る
幼
児
児
童
生
徒
に
対
す
る
早
期
・
継
続
的
な
支
援
に
つ
い
て
（
H
2
8
）

・
個
別
の
指
導
計
画
推
進
教
員
の
配
置
（
R
2
）

提
案

事
項

情
報

提
供

・
支

援

☆
必
要
な
幼
児
児
童
生
徒
の
「
個
別
の
指
導
計
画
」
「
個
別
の
教
育
支
援
計
画
」
の

作
成
率
１
０
０
％
を
目
指
す
。

県
立
高
等
学
校

（
高
校
教
育
課
）

特
別
支
援
学
校
特
別
支
援
教
育

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
研
究
協
議
会

・
各
高
等
学
校
に
よ
る
意
識
調
査
の
実
施

・
合
理
的
配
慮
の
提
供
（
H
2
8
）

・
特
別
支
援
教
育
支
援
員
の
配
置

（
H
3
0
）

・
通
級
に
よ
る
指
導
（
H
3
0
）

各
市
町
村
特
別
支
援

連
携
協
議
会

県
特
別
支
援
連
携
協
議
会
に
よ
る
幼
、
小
・
中
学
校
、
高
等
学
校
等
へ
の
支
援
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調
査
内
容

公
立
幼
稚
園
※
２

公
立
小
学
校

公
立
中
学
校

公
立
高
等
学
校

R
２

R
３

R
２

R
３

R
２

R
３

R
２

R
３

①
個
別
の
指
導
計
画
の

作
成
率
（
人
数
）

②
個
別
の
教
育
支
援
計
画

の
作
成
率
（
人
数
）

6
7
.1
%

9
1
.1
%

9
5
.5
%

9
0
.6
％

令
和

３
年

１
２

月
１

日
時

点

9
1
.7
%

9
7
.0
%

8
3
.4
%

9
4
.3
%

9
6
.8
%

7
2
.2
%

1
0
0
.0
%

1
0
0
.0
%

1
0
0
.0
%

6
0
.3
%

1
0
0
.0
%

※
１

令
和

２
年

度
、

令
和

３
年

度
い

ず
れ

も
大

分
県

調
査

※
２

幼
保

連
携

型
認

定
こ

ど
も

園
を

含
む

1
7
０
人

7
7
人

3
5
3
7
人

3
9
7
人

1
2
8
8
人

1
3
5
人

1
2
0
人

1
2
3
人

■
通

常
の

学
級

在
籍

者
の

各
計

画
の

作
成

率
（
人

数
）

3
2
6
1
人

3
3
4
人

1
0
0
5
人

5
2
.9
%

1
2
9
人

令
和
３
年
度
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
調
査
結
果
（大
分
県
）

8
6
人

8
6
人

9
8
人

1
8
4
人
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1
2
:0

0
1
3
:0

0
  

1
5
:0

0
  

1
7
:0

0
 

1
8
:0

0
 

1
9
:0

0

保 育 園 小 学 校

預
か

り
時

間

学
校

で
の

時
間

遊
び
・
生
活

遊
び
・
生
活

を
通

し
た

発
達

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

○
遊
び
の
場

○
遊
び
の
場

○
生
活
の
場

仕
事
を
続
け
ら
れ
る

仕
事
を
続
け
ら
れ
る
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○
保

育
士

等
の

資
格

所
有

、
２

年
以

上
の

勤
務

経
験

等

（
設

備
運

営
基

準
第

1
0
条

3
）

○
都

道
府

県
、

指
定

都
市

及
び

中
核

市
が

実
施

す
る

研
修

受
講 ☆
国
家
資
格
に
準
ず
る
認
定
資
格

☆
全
国
共
通

放
課

後
児

童
支

援
員

放
課
後
児
童
支
援
員
と
は
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Ｓ
Ｃ

・
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
業

務
内

容
等

に
つ

い
て

Ｓ
Ｃ

に
つ

い
て

（
必

要
資

格
：
公

認
心

理
士

・
臨

床
心

理
士

等
）

○
Ｓ

Ｃ
の

役
割

児
童

生
徒

の
臨

床
心

理
に

関
し

て
高

度
な

専
門

的
な

知
識

、
経

験
を

有
し

、
児

童
生

徒
の

問
題

行
動

等
の

早
期

発
見

や
緊

急
時

の
対

応
、

不
安

や
悩

み
を

抱
え

る
児

童
生

徒
等

の
相

談
等

を
受

け
る

○
具

体
的

業
務

・
不

安
や

悩
み

を
抱

え
る

児
童

生
徒

に
対

す
る

面
接

相
談

に
よ

る
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

・
保

護
者

に
対

す
る

相
談

、
助

言
、

援
助

・
教

職
員

に
対

す
る

助
言

、
援

助
や

研
修

、
講

話
・
学

校
内

外
に

お
け

る
ケ

ー
ス

会
議

等
に

お
け

る
指

導
・
助

言
・
情

報
提

供
等

○
活

動
事

例
・
ケ

ー
ス

１
S
N

S
の

ト
ラ

ブ
ル

に
よ

る
リ

ス
ト

カ
ッ

ト
な

ど
の

自
傷

行
為

が
見

ら
れ

た
生

徒
は

S
C

に
相

談
し

、
相

談
回

数
を

重
ね

る
う

ち
に

S
C

に
信

頼
を

寄
せ

る
よ

う
に

な
っ

た
。

そ
の

後
、

S
C

の
勤

務
に

合
わ

せ
て

学
校

に
登

校
す

る
よ

う
に

な
り

、
高

校
進

学
に

つ
な

が
っ

た
。

○
配

置
状

況
（
全

公
立

学
校

を
カ

バ
ー

）

○
勤

務
時

間
等

○
Ｓ

Ｃ
相

談
件

数
の

推
移

・
１

日
の

勤
務

時
間

小
中

学
校

・
・
・
７

時
間

県
立

学
校

・
・
・
４

・
６

時
間

・
週

当
た

り
の

勤
務

日
数

小
中

学
校

・
・
・
１

日
～

３
日

※
児

童
生

徒
数

に
よ

り
決

定

県
立

学
校

・
・
・
週

１
日

・
小

中
学

校
は

、
小

中
連

携
の

た
め

中
学

校
区

単
位

で
配

置

Ｓ
Ｓ

Ｗ
に

つ
い

て
（
必

要
資

格
：
社

会
福

祉
士

等
）

○
Ｓ

Ｓ
Ｗ

の
役

割
児

童
生

徒
が

置
か

れ
た

様
々

な
環

境
の

問
題

（
貧

困
、

育
児

放
棄

、
虐

待
等

）
に

対
し

社
会

福
祉

的
な

観
点

か
ら

支
援

を
行

い
、

福
祉

等
の

関
係

機
関

と
連

携
・
協

力
す

る
こ

と
で

課
題

解
決

を
図

る

○
具

体
的

業
務

・
児

童
生

徒
へ

の
働

き
か

け
（
個

別
面

談
、

家
庭

訪
問

、
関

係
機

関
か

ら
情

報
収

集
等

）
・
保

護
者

に
対

す
る

支
援

、
相

談
、

援
助

・
教

職
員

に
対

す
る

助
言

、
援

助
や

研
修

、
講

話
・
学

校
内

外
に

お
け

る
ケ

ー
ス

会
議

等
に

お
け

る
指

導
・
助

言
・
情

報
提

供
等

○
活

動
事

例
・
ケ

ー
ス

１
母

子
家

庭
で

給
食

費
の

納
入

が
滞

る
な

ど
、

経
済

的
に

厳
し

い
家

庭
の

支
援

と
し

て
、

市
の

税
務

課
や

福
祉

部
局

と
連

携
し

、
就

学
支

援
申

請
の

サ
ポ

ー
ト

や
地

域
サ

ポ
ー

ト
体

制
の

構
築

を
働

き
か

け
、

進
学

支
援

に
つ

な
げ

た
。

○
配

置
状

況
（
全

公
立

学
校

を
カ

バ
ー

）

○
勤

務
時

間
等

○
S
S
W

相
談

件
数

の
推

移

配
置

人
数

配
置

校
数

小
学

校
中

学
校

高
校

特
支

計

R0
2

82
25

1
12

0
44

16
43

1
R0

3
95

25
0

12
0

44
16

43
0

R0
4

10
3

24
8

12
0

43
17

42
8

配
置

市
町
村
数

配
置
人
数
（
予
算
上
）

市
町

村
県

計

R0
2

18
65

5
70

R0
3

18
77

8
85

R0
4

18
77

8
85

・
１

日
の

勤
務

時
間

小
中

学
校

・
・
・
市

町
村

教
委

で
管

理
※

基
本

的
に

は
７

時
間

県
立

学
校

・
・
・
７

時
間

・
週

当
た

り
の

勤
務

日
数

小
中

学
校

・
・
・
市

町
村

教
委

で
管

理
※

基
本

的
に

は
週

２
日

県
立

学
校

・
・
・
週

２
日
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発
達
障

が
い
に

関
し
て

、
保
護

者
等
か

ら
の
相

談
に
ワ

ン
ス
ト

ッ
プ
で

対
応
す

る
と
と

も
に
、

一
人
ひ

と
り
の

状
況
に

応
じ
た

適
切
な

支
援
を

行
う
た

め
、
子

ど
も
の

発
達
支

援
コ

ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ

を
各
圏

域
に
配

置
し
、

地
域
に

お
け
る

相
談
支

援
及
び

支
援
機

関
の
受

入
調
整

を
行
う

。

目
的

子
ど
も

の
発
達

支
援
コ

ン
シ
ェ

ル
ジ
ュ

を
配
置

し
、
当

事
者
と

そ
の
家

族
か
ら

の
相
談

対
応
及

び
児
の

状
況
に

応
じ
た

支
援
機

関
と
の

受
入
調

整
を
行

う
。

●
委

託
先
：

児
童
発

達
支
援

セ
ン
タ

ー
及
び

障
害
児

相
談
支

援
事
業

所
を
設

置
す
る

社
会
福

祉
法
人

（
右
記
）

●
実
施
内
容
：

①
相
談

支
援
：

保
護
者

や
保
育

所
、
地

域
の
か

か
り
つ

け
医
等

か
ら
の

相
談
対

応
（
電
話
・
Ｗ
ｅ
ｂ
等
）

②
支
援

調
整
：

地
域
の

支
援
機

関
の
受

入
・
対

応
可
否

の
情
報

収
集

相
談
に

応
じ
た

支
援
先

の
検
討

・
調
整

専
門
医

療
機
関

で
の
訓

練
等
が

必
要
な

児
童
に

関
す
る

医
療
連

携
コ
ー

デ
ィ
ネ

ー
タ
ー

と
の
調

整
（
専
門
医
療
機
関
の
受
入
調
整
は
医
療
コ
ー
デ
が
実
施
→
別
府
発
達
医
療
セ
ン
タ
ー
に
委
託
）

医
療
の

受
診
待

ち
の
間

の
支
援

調
整

（
保
護
者
へ
の
助
言
、
保
育
所
等
へ
派
遣
事
業
の
活
用
提
案
等
）

●
資

格
等
：

社
会
福

祉
士
や

相
談
支

援
専
門

員
等
の

資
格
を

有
し
、

発
達
障

が
い
児

へ
の
支

援
に
つ

い
て
相

当
の
経

験
（
１
０
年
以
上
）

と
知
識

を
有
す

る
者

●
人

数
：

各
圏
域

１
人

→
 発

達
障
が
い
者
支
援
セ
ン
タ
ー
Ｅ
Ｃ
Ｏ
Ａ
Ｌ
は
大
分
市
、
別
府
市
、
由
布
市
の
対
応
及
び
全
体
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施

内
容

業
務
イ
メ
ー
ジ

圏
域

所
属

セ
ン

タ
ー

名

東
部

み
の

り
村

プ
リ

ン
ち

ゃ
ん

中
部

聖
母

の
騎

士
会

め
ぐ

み

南
部

県
南

福
祉

会
つ

ぼ
み

豊
肥

萌
葱

の
郷

な
か

よ
し

西
部

す
ぎ

の
こ

村
び

～
と

北
部

直
心

会
つ

く
し

園

保
護
者
等

・
子
ど
も
が
こ
だ
わ
り
が

強
く
、
か
ん
し
ゃ
く
を

起
こ
し
や
す
い
が
、
ど

こ
に
相
談
し
た
ら
よ
い

か
分
か
ら
な
い
。

・
ど
ん
な
支
援
で
ど
う
育

つ
の
か
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
持
ち
た
い
。

・
専
門
医
療
機
関
の
受
診

待
ち
の
間
、
不
安
で

仕
方
が
な
い
。

連 携

( 医 療 機 関)

専 門 機 関

市
町

村
(保

健
師

､福
祉

担
当

)
か

か
り

つ
け

医

医
療

連
携

ｺｰ
ﾃﾞ

ｨﾈ
ｰﾀ

ｰ

市
町

村
教

委

学
校

保
育

所
こ

ど
も

園

児
童

発
達

支
援

事
業

所

放
課

後
等

ﾃﾞ
ｲｻ

ｰﾋ
ﾞｽ

ﾍﾟ
ｱﾚ

ﾝﾄ
ﾒﾝ

ﾀｰ

５
歳

児
健

診
派

遣
医

師

保
育

ｺｰ
ﾃﾞ

ｨﾈ
ｰﾀ

ｰ

子
ど
も
の
発
達
支
援

コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ

助
言

電
話

W
e
b
相

談

調
整

相
談
支
援

支
援
調
整

実
績

Ｒ
３

種
別

延
べ

対
応

件
数

相
談
支
援

１
，
１
５
５

支
援
調
整

６
５
８

健
診
等
参
加

４
２

会
議
出
席

１
０
１

計
１
，
９
５
６

年
齢

層
実

支
援

人
数

０
～
３
歳
（
幼
児
期
前
期
）

１
１
４

４
～
６
歳
（
幼
児
期
後
期
）

２
７
３

７
～
１
２
歳
（
小
学
生
）

２
３
５

１
３
～
１
５
歳
（
中
学
生
）

５
２

１
６
～
１
８
歳

２
７

計
７
０
１

・
ど
こ
の
幼
稚
園
に
通
わ
せ
た
ら
良
い
か
分
か
ら
な
い
。

→
 受

入
に
理
解
の
あ
る
幼
稚
園
を
提
案
し
、
見
学
を
調
整

・
中
学
校
で
本
人
の
特
性
を
理
解
し
て
も
ら
い
に
く
い
。
誰
に
相
談
し
た
ら
良
い
か

分
か
ら
な
い
か
ら
な
い
。

→
 困

り
が
出
た
都
度
担
任
に
相
談
す
る
よ
う
提
案
。
今
後
も
定
期
的
に
面
談
の
機

会
を
持
つ
。

・
不
登
校
気
味
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
苦
手
。
医
療
機
関
を
受
診
し
た
い
。

→
 受

診
可
能
な
医
療
機
関
の
予
約
状
況
を
伝
え
る
。

・
５
歳
児
健
診
フ
ォ
ロ
ー
相
談
会
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
出
席
し
、
支
援

が
必
要
な
児
童
や
家
族
に
関
し
て
助
言

な
ど

相
談

内
容

等

【
県
の
取
組
】
発
達
障
が

い
児
地
域
支
援
体
制
整
備
事
業

（
子
ど
も
の
発
達
支
援
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
の
配
置
）
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助
言

等

●
市

町
村

相
談

支
援

事
業

障
が

い
児

等
地

域
療

育
等

支
援

事
業

発
達

障
が

い
者

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

事
業

高
次

脳
機

能
障

が
い

者
支

援
体

制
整

備
事

業

障
害

者
就

業
・
生

活
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
情

報
や

知
見

を
共

有
、

普
及

●
専

門
的

分
野

の
相

談
支

援
事

業

連
携

方
法

の
確

認
等

大
分

県
自

立
支

援
協

議
会

・
県

内
の

相
談

支
援

体
制

の
状

況
に

つ
い

て
情

報
共

有
・
部

会
の

協
議

内
容

等
に

つ
い

て
報

告
を

受
け

助
言

・
市

町
村

自
立

支
援

協
議

会
へ

の
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
事

業
、

相
談

支
援

従
事

者
研

修
内

容
等

に
反

映

・
市
町
村
の
相
談
支
援

事
業
や
自
立
支
援
協
議

会
の
状
況
を
各
圏
域
ご

と
に
確
認

・
相
談
支
援
従
事
者
に

対
す
る
研
修
の
内
容
等

に
つ
い
て
検
討

相
談

支
援

・
研

修
部

会
地

域
移

行
専

門
部

会

・
地
域
移
行
に
関
す
る
課
題
を
把
握
、
分
析

し
、
支
援
策
に
つ
い
て
検
討

・
市
町
村
自
立
支
援
協
議
会
の
地
域
移
行
に

関
す
る
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
、

適
切
な
支
援
、
助
言

状
況

把
握

ア
プ

ロ
ー

チ

市
町

村
自

立
支

援
協

議
会

精
神

障
が

い
者

地
域

移
行

ワ
ー

キ
ン

グ

○
大

分
県

自
立

支
援

協
議

会
の

所
掌

事
務

１
市

町
村

に
お

け
る

相
談

支
援

体
制

の
状

況
の

把
握

、
評

価
及

び
整

備
方

針
に

関
す

る
助

言
を

行
う

こ
と

２
相

談
支

援
事

業
者

に
対

す
る

研
修

の
在

り
方

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
３

障
が

い
者

の
地

域
移

行
に

関
す

る
課

題
や

困
難

事
例

に
つ

い
て

議
論

し
、

支
援

方
法

に
つ

い
て

検
討

す
る

こ
と

４
専

門
的

分
野

に
お

け
る

障
が

い
者

等
に

対
す

る
支

援
方

策
に

関
し

、
情

報
及

び
知

識
を

共
有

す
る

と
と

も
に

、
普

及
啓

発
を

行
う

こ
と

５
市

町
村

相
談

支
援

機
能

強
化

事
業

及
び

県
の

相
談

支
援

体
制

整
備

事
業

等
に

よ
る

市
町

村
の

相
談

支
援

体
制

へ
の

支
援

に
関

す
る

協
議

を
行

う
こ

と
６

そ
の

他
、

障
が

い
者

等
へ

の
相

談
支

援
に

関
し

必
要

な
事

項

※
平

成
２

６
年

度
設

置

大
分
県
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て

子
ど

も
部

会

※
平

成
３

０
年

度
設

置

市
町

村
担

当
者

会
議

事 務 局事
務

局
会

議

・
障

が
い

の
あ

る
子

ど
も

に
関

す
る

諸
課

題
の

把
握

や
対

応
策

等
を

検
討

・
ラ

イ
フ

ス
テ

ー
ジ

に
応

じ
た

障
が

い
の

あ
る

子
ど

も
と

そ
の

家
庭

へ
の

支
援

を
推

進
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●
要

保
護

児
童

の
早

期
発

見
・
適

切
な

保
護

を
図

る
た

め
に

①
関

係
機

関
が

情
報

や
考

え
方

を
共

有
し

、
②

適
切

な
連

携
の

も
と

で
対

応

●
要

対
協

設
置

の
効

果
①

関
係

機
関

相
互

の
連

携
②

責
任

体
制

を
明

確
化

（※
役

割
分

担
の

調
整

を
行

う
機

関
の

明
確

化
）

③
個

人
情

報
保

護
（守

秘
義

務
）の

明
確

化
④

関
係

機
関

に
お

け
る

情
報

共
有

の
在

り
方

を
明

確
化

【
参

考
】

児
童

福
祉

法
第

二
十

五
条

の
二

地
方

公
共

団
体

は
、

（
中

略
）
、

関
係

機
関

、
関

係
団

体
及

び
児

童
の

福
祉

に
関

連
す

る
職

務
に

従
事

す
る

者
そ

の
他

の
関

係
者

に
よ

り
構

成
さ

れ
る

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

を
置

く
よ

う
に

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

協
議

会
は

、
（
中

略
）
必

要
な

情
報

の
交

換
を

行
う

と
と

も
に

、
要

保
護

児
童

等
に

対
す

る
支

援
の

内
容

に
関

す
る

協
議

を
行

う
も

の
と

す
る

。

市
町

村

学
校

・
教

育
委

員
会

民
生

・
児

童
委

員

保
育

所

警
察

医
療

機
関

弁
護

士
会

そ
の

他
関

係
機

関

保
健

機
関

児
童

相
談

所

◯
守

秘
義

務

◯
情

報
共

有
・
支

援
の

協
議

・

協
力

要
請

要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
に
つ
い
て

要
対

協
の

趣
旨

等

実
際

に
活

動
す

る
実

務
者

か
ら

構
成

さ
れ

る
会

議

毎
月

開
催

１
～

２
回

／
年

地
域

協
議

会
の

構
成

員
の

代
表

者
に

よ
る

会
議

個
別

ケ
ー

ス
検

討
会

議

代
表

者
会

議

実
務

者
会

議

個
別

の
要

保
護

児
童

等
の

担
当

者
の

会
議

適
時

開
催

市
町
村
要
対
協
の
構
成
図 円
滑
な
運
営

の
た
め
の
環

境
整
備

全
ケ
ー
ス
の

進
行
管
理

具
体
的
な
支

援
内
容
等
の

検
討

対
象

児
童

等

・
要
保
護
児
童

保
護

者
の

な
い

児
童

又
は

保
護

者
に

監
護

さ
せ

る
こ

と
が

不
適

当
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

児
童

及
び

そ
の

保
護

者

・
要
支
援
児
童

保
護

者
の

養
育

を
支

援
す

る
こ

と
が

特
に

認
め

ら
れ

る
児

童
及

び
そ

の
保

護
者

・
特
定
妊
婦

出
産

後
の

養
育

に
つ

い
て

、
出

生
前

に
お

い
て

支
援

を
行

う
こ

と
が

特
に

必
要

と
認

め
ら

れ
る

妊
婦

市
町
村
要
対
協
の
体
制
（
イ
メ
ー
ジ
図
）
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・
対
象
児
（
頭
文
字

）
児

・
性
別

・
年
齢

・
診
断
名
・
手
帳
の
有
無
・

こ
れ
ま
で
の
相
談
歴
・
検
査
結
果

・
子
ど
も
の
性
格
・
行
動
特
徴
・
発
達
の
状
況
、
家
庭
環
境
・
学
校
や
施
設
・
園

の
環
境

・
こ
れ
ま
で
の
支
援
で
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
（
園
内
環
境
、
家
庭
環
境
、

他
機
関
協
働
の
状
況
）

事
例

検
討

用
シ

ー
ト

記
入

者
名

：
NO

.
ジ
ェ
ノ
グ
ラ
ム
と
エ
コ
マ
ッ
プ

対 象 児 の プ ロ フ ィ ー ル 今
回
検
討
し
た
い
具
体
的
な

子
ど
も
や
保
護
者
の
様
子

担
任
・
同
僚
・
施
設

（
学
校
・
園

）
全
体
の
対
応

地
域

や
他
機

関
に

お
け

る
支

援
状
況

ア
セ

ス
メ

ン
ト

当
日
記
載
（
事
例
検
討
内
容
）

(
ｱ
ｾ
ｽﾒ
ﾝ
ﾄの

意
見
・
支

援
の
ア
イ

デ
ィ
ア

等
)
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事
例
検
討
用
シ
ー
ト

対 象 児 の プ ロ フ ィ ー ル

記
入

者
名

：
NO

.

・
対
象
児

（
頭
文
字

）
児

・
性
別

・
年
齢

・
診
断
名

・
手
帳
の

有
無
・

こ
れ
ま

で
の
相
談

歴
・
検

査
結
果

・
子
ど
も

の
性
格
・

行
動
特

徴
・
発
達

の
状
況

、
家
庭
環

境
・
学
校

や
施
設

・
園
の
環

境

・
こ
れ
ま

で
の
支
援

で
課
題

で
あ
る
と

思
わ
れ

る
点

（
園
内
環

境
、
家
庭

環
境
、

他
機
関
協

働
の
状

況
）

分
か

る
範

囲
で

記
載

個
人

が
特

定
さ

れ
な

い
よ

う
配

慮

ジ
ェ

ノ
グ

ラ
ム

と
エ

コ
マ

ッ
プ

家
系
図
と
支
援
環
境
を
端
的
に
図
で
示
し
ま
す

（
例
）

6
0
代

姉
3
0
代

会
社
員

3
0
代

会
社
員

２
歳

５
歳

小
１

児
童
相
談
所

市
健
康
推
進
課

保
健
師

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

市
福
祉
事
務
所
家

庭
児
童
相
談
室

心
理
士
・
家
庭
児

童
相
談
員

保
育

所
小

学
校

上
段
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今
回
検
討
し

た
い
具
体
的
な

子
ど
も
や
保
護
者
の
様
子

担
任
・
同
僚
・
施
設

（
学
校
・
園

）
全
体
の
対
応

地
域

や
他
機

関
に

お
け

る
支

援
状
況

ア
セ

ス
メ

ン
ト

当
日
記
載
（
事
例
検
討
内
容
）

(
ｱ
ｾ
ｽﾒ
ﾝ
ﾄの

意
見
・
支

援
の
ア
イ

デ
ィ
ア

等
)

学
校
・
施
設
・
園
内
外
の
支
援

状
況
を
記
載
し
ま
す
。

矢
印
（
⇔
）
な
ど
で
関
係
性
を

表
示
し
て
も
よ
い
で
す
。

ス
ト
レ
ン
グ
ス
も
記
載
し
ま
す
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
加

え
る
内
容
や
、
支
援

の
ア
イ
デ
ィ
ア
な
ど

を
当
日
話
し
合
っ
て

記
載
し
ま
す
。

具
体
的
に
検
討
し

た
い
、
子
ど
も
や

保
護
者
の
状
況
を

記
載
し
ま
す
。

子
ど
も
の
発

達
や
愛
着
、

保
護
者
の
自

身
の
状
態
、

支
援
環
境
な

ど
の
視
点
を

含
め
た
ア
セ

ス
メ
ン
ト
に

つ
い
て
記
載

し
ま
す
。
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男
性

 
女

性
性

別
不

明
 

死
亡

普
通

の
関

係
希

薄
な

関
係

☆
ジ

ェ
ノ

グ
ラ

ム
の

記
載

に
つ

い
て

・
子

ど
も

は
年

齢
順

に
記

す
・

年
齢

や
職

種
な

ど
重

要
な

情
報

を
下

部
に

記
す

・
同

居
し

て
い

る
人

を
線

で
囲

む

☆
エ

コ
マ

ッ
プ

の
記

載
に

つ
い

て
・

相
談

歴
や

関
係

者
の

情
報

を
わ

か
り

や
す

く
図

式
化

す
る

・
強

い
関

係
に

つ
い

て
は

太
く

記
す

ジ
ェ

ノ
グ

ラ
ム

と
エ

コ
マ

ッ
プ

の
記

述
の

例

30
代

半
後

半
（

無
職

）

対
象

児

強
い

関
係

は
太

く

結
婚

離
婚

別
居

30
代

前
半

（
パ

ー
ト

）

５
歳

２
歳

●
●

保
育

園
（

対
象

児
は

３
年

前
に

入
園

）

児
童

発
達

支
援

セ
ン

タ
ー

（
１

年
前

よ
り

通
所

）

市
福

祉
事

務
所

：
家

庭
児

童
相

談
員

60
代

（
県

外
）

主
任

児
童

委
員 保

健
所

（
対

象
児

１
歳

６
カ

月
健

診
よ

り
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就学前後の切れ目ない支援体制構築のためのガイドライン検討会委員名簿 

（50 音順） 

 

【委員】 

所属・役職 氏名 備考 

大分大学学長特命補佐(福祉・地域共生社会推進担

当）福祉健康科学部 教授 
相澤 仁 座長 

医療法人井上小児科医院 名誉理事長 井上 登生  

ＮＰＯ法人 アンジュ・ママン 施設長  小川 由美  

大分県私立幼稚園連合会 教育研究委員長 

ひまわり幼稚園 園長 
川原 恒太郎  

大分県保育連合会 理事・研修委員長 

すみれこども園 園長 
神田 寿恵  

大分療育センター 所長 清田 晃生  

大分県弁護士会 

弁護士（子どもの権利委員会所属） 
楠本 敏行  

社会福祉法人清浄園 

児童家庭支援センター「和（やわらぎ）」センター長 
古屋 康博  

大分県保育コーディネーター養成研修 

運営委員会 委員長  

すがおこども園 園長 

土谷 修  

津久見市教育委員会 学校教育課 課長 橋本 修二  

大分療育センター 地域療育連携室 室長補佐 森 千春  

 

【調査員】 

社会福祉法人 すぎのこ村 穴井 美希  

津久見市教育委員会  

スクールソーシャルワーカー 
平野 和  
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就学前後の切れ目ない支援体制構築のためのガイドライン策定の経過 

 年月日 内容 

１ 
令和 4年 
5 月 25 日 

①事業概要の説明及び今後のスケジュールについて                                
②中津市の取組紹介 

医療法人井上小児科医院 理事長 井上 登生  

③意見交換（調査員が情報収集を行う項目について等） 

２ 6 月 20 日 

①切れ目ない支援に向けた母子保健・児童福祉・教育におけ

る取組について 

②現場での課題等についての議論 
③ガイドラインの内容の検討 
・対象者 
・保護者の理解 
・個人情報 

３ 8 月 31 日 

①九州地区知的障害関係施設職員研修会分科会報告  
②調査員からの報告 
③ガイドラインの内容の検討 
・情報連携ツール 

④研修会について 

４ 10 月 26 日 

①イコールレーダーの紹介                                                              
 大分県発達障がい者支援センターECOAL                                                             
  センター長 五十嵐 猛 （オブザーバー） 
②中間整理について             
③調査員からの報告                           
④ガイドラインの内容の検討                      
・個別支援・保護者支援 
・就学にかかる環境整備 
・各地域における体制整備 

５ 12 月 19 日 

①調査員からの報告 
②ガイドラインの内容検討             
③今後のスケジュール 
・関係機関への説明 
・フォーラムの開催について     

６ 
令和 5年 
2 月 15 日 

①調査員からの報告 

②大分県就学前後の切れ目ない支援体制構築のためのガイド 

ラインについて 

③その他 
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こどもに対する切れ目ない支援のための研修会 

 年月日 内容 

１ 
令和 4年 
6 月 24 日 

 
「こどもを中心とした関係機関の連携について」 
  井上小児科医院 理事長 井上 登生  
 
「中津市教育委員会の取組」 

中津市教育委員会学校教育課 
学校指導係指導主事 野依 康孝  

 
「関係機関との連携における個人情報の取り扱いについて」 

大分県弁護士会 

弁護士（子どもの権利委員会所属） 楠本 敏行 

 

２ 11 月 2日 

 
「気になる子どもや保護者への支援～対応のポイント・留意点等」 

大分大学福祉健康科学部 准教授 飯田 法子  
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